
日
本

古

代

の
人

口

に

つ

い
て

は

じ

め

に

一
九
七
九
年

一
一
月
か
ら

一
九
八
二
年
二
月
に
か
け
て
、
常
磐
自
動
車
道
の

建
設
に
と
も
な
う
茨
城
県
石
岡
市
の

〃
鹿
の
子
Ｃ
遺
跡
″
の
発
掘
調
査
が
実
施

さ
れ
、
そ
こ
か
ら
総
数
三
八
五
七
片
に
の
ば
る
多
量
の
漆
紙
片
が
発
見
さ
れ
た
。

そ
の
う
ち
文
字
ま
た
は
文
字
の
一
部
と
み
ら
れ
る
墨
痕
が
確
認
さ
れ
た
も
の
は

七
二
三
片
を
数
え
る
が
、
接
続

・
復
元
作
業
の
結
果
、
そ
れ
ら
は
一
応
二
八
九

の
文
書
片
に
整
理
さ
れ
、
茨
城
県
教
育
財
団
か
ら

『鹿
の
子
Ｃ
遺
跡

漆

紙
文

書
』
と
し
て
そ
の
全
容
が
公
刊
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
筆
者
も
ま
た
そ
の
調

査

・
研
究
メ
ン
バ
ー
の
一
員
と
し
な
、
つ
ぶ
さ
に
そ
れ
ら
の
文
書
群
を
観
察
す

る
機
会
に
恵
ま
れ
た
が
、
解
読
作
業
を
進
め
る
に
つ
れ
驚
き
の
念
を
禁
じ
得
な

か
っ
た
の
は
、
そ
の
量
的
な
豊
富
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
こ
に
出
挙
帳
や

調
帳
、
さ
ら
に
は
兵
士
自
備
戎
具
筒
閲
簿
な
ど
、
従
来
未
知
の
帳
簿
を
も
含
む

多
数
の
国
行
行
政
公
文
が
見
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
同
遺
跡
は
律
令
時
代
の

常
陸
国
府
の
近
傍
に
位
置
し
、
恐
ら
く
国
衝
関
連
の
工
房
施
設
と
推
定
さ
れ
る

鎌

田

も
の
で
あ
鎌
、
そ
の
た
め
に
そ
こ
で
行
わ
れ
た
漆
塗
作
業
に
は
、
国
衛
払
下
げ

の
反
故
文
書
が
漆
容
器
の
フ
タ
紙
と
し
て
大
量
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

も
の
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
正
倉
院
文
書
中
に
残
存
し
た
戸
籍
や

四
度
公
文
の
欠
を
補
い
、
今
後
さ
ら
に
律
令
制
公
民
支
配
の
実
態
お
よ
び
そ
の

変
化
を
解
労
し
て
い
く
上
で
の
貴
重
な
史
料
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中

に
奈
良
末
ｉ
平
安
初
期
の
常
隆

一
国
の
政
府
掌
握
人
口
を
知
る
に
た
る
二
点
の

文
書
断
片
が
含
ま
れ
て
い
た
。

日
本
古
代
の
人
口
に
つ
い
て
は
、
澤
田
吾

一
に
よ
る
奈
良
時
代
人
目
の
推
計

が
夙
に
著
名
で
あ
るｔ
。　
そ
こ
に
示
さ
れ
た
良
民
人
口
約
五
六
〇
万

（安
全
な
数

値
と
し
て
は
五
〇
〇
―
六
〇
〇
万
）、
こ
れ
に
賤
民
や
遺
漏
人
口
を
加
え
た
総
人
口

六
〇
Ｏ
ｉ
七
〇
〇
万
と
い
う
数
値
は
、
単
に
奈
良
時
代
人
口
に
つ
い
て
の
今
日

の
定
説
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
遡

っ
て
縄
文
時
代
や
弥
生
時
代
の
人
口
推
計

に
も
利
用
さ
れ
て
お
りｔ
、
日
本
古
代
の
人
口
学
的
研
究
に
と
っ
て
の
基
準
的
な

位
置
を
占
め
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
近
年
こ
れ
と
は
別
な
計
算
に
よ
っ
て
、

や
は
り
奈
良
時
代
の
総
人
口
を
五
五
Ｏ
ｉ
五
八
〇
万
と
す
る
推
計
が
試
み
ら
れ

て
い
る
ハ
、
澤
日
の
良
民
以
外
の
人
口
に
対
す
る
見
積
り

（約
一
〇
〇
万
）
は
や
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や
過
大
と
み
ら
れ
な
く
も
な
い
の
で
、
こ
の
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
両
者
の
結
論

は
ほ
ば

一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
両
者
を
勘
案
す
れ
ば
、
奈

良
時
代
の
人
口
は
約
六
〇
〇
万
内
外
と
し
て
動
か
し
難
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る

が
、
し
か
し
そ
れ
ら
の
計
算
に
は
全
く
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
今
回
新

た
に

″鹿
の
子
Ｃ
遺
跡
″
か
ら
発
見
さ
れ
た
第

一
級
の
人
口
史
料
に
よ
っ
て
、

果
し
て
そ
れ
ら
の
推
計
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
こ
の

点
に
つ
い
て
の
若
千
の
検
討
を
試
み
よ
う
と
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

一　

新
発
見

の
人

口
史
料
二
点

こ
こ
に
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
の
は
、
先
の
報
告
書

『鹿
の
子
Ｃ
遺
跡
漆
紙

文
書
』
に
そ
れ
ぞ
れ

一
九
四
号
文
書
、
二
三
七
号
文
書
と
し
て
報
告
し
た
二
点

の
文
書
断
片
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
共
に
年
紀
を
欠
き
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
い

ず
れ
も
何
時
の
文
書
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
本
遺
跡
出
上
の
漆
紙
文
書
全

体
を
通
覧
す
る
時
、
年
紀
の
明
ら
か
な
も
の
は
唯

一
点
を
除
き
す
べ
て
延
暦
年

間
に
集
中
し
て
い
る
。
即
ち
、

五
六
号
文
書

（五
五
号
竪
穴
住
居
跡
出
土
）

「
廷
暦
八
年
同
」

六
六
号
文
書

（五
九
号
≡
房
跡
出
土
）

延
暦
九
年
具
注
暦

（五
月
一一七
日
１
六
月
八
日
）

九
八
号
文
書

（七
五
Ｉ
Ａ
号
竪
穴
住
居
跡
出
土
）

「
延
暦
十
五
年
二
月
二
日
」

一
一
七
号
文
書

（同
右
）

「
延
暦
士
□
同
」

の
四
点
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
他
に
籍
帳
類
も
確
認
し
得
る
も
の
は
す
べ
て
天
平

宝
字
元
（七
五
七
）
年
以
後
の
も
の
で
あ
るく
。
戸
籍
の
場
合
、
令
規
定
に
よ
り
五

比

金
二
〇
年
間
）
の
保
存
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
延
暦
期
よ
り
か
な
り

遡
る
年
次
の
も
の
が
存
在
し
て
い
て
も
不
思
議
は
な
い
が
、
天
平
宝
字
年
間
の

戸
籍

（籍
年
は
同
二
年
と
八
年
）
で
も
、　
そ
れ
が
廃
棄
さ
れ
る
の
は
や
は
り
延
暦

年
間
で
あ
る
点
が
注
意
さ
れ
るｔ
。
即
ち
本
遺
跡
出
上
の
漆
紙
文
書
は
殆
ど
延
暦

年
間
以
後
に
廃
棄
さ
れ
、
そ
の
後

一
定
の
期
間
を
経
て
適
宜
漆
容
器
の
フ
タ
紙

と
し
て
利
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
強
く
、
長
期
間
の
保
存
が
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
る
戸
籍
を
除
け
ば
、
先
の
四
点
の
文
書
に
示
さ
れ
る
ご
と
く
、
他

は
い
ず
れ

，も
延
暦
年
間
、
も
し
く
は
そ
れ
を
遠
く
隔
た
ら
な
い
時
期
の
文
書
と

判
断
さ
れ
るく
。
唯

一
点
、　
こ
こ
に
取
り
上
げ
る

一
九
四
号
文
書
と
同
じ
遺
構

全

四
一ハ
号
工
房
跡
）
か
ら
、
わ
ず
か
に

「
勝
宝
」

の
二
文
字
の
み
を
残
す
断
片

が
出
上
し
て
い
る
が

（
一
九
八
号
文
董
Ｃ
、　
報
告
書
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ

は
天
平
勝
宝
四
（七
五
一し
年
籍
の
表
紙
も
し
く
は
冒
頭
に
記
さ
れ
た
年
紀
で
あ

る
可
能
性
が
あ
り
、
と
す
れ
ば
そ
れ
が
廃
棄
さ
れ
る
の
は
延
暦
元
年
籍
の
完
成

時

（延
暦
二

〔七
仝
邑

年
五
月
）
以
降
で
あ
る
か
ら
、　
こ
れ
も
ま
た
右
の
理
解

の
中
に
含
め
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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一
方
、
土
器
や
鋼
製
鉾
帯
具
な
ど
の
出
上
遺
物
か
ら
、
本
遺
跡
は
八
世
紀
末

か
ら
九
〇
〇
年
前
後
に
か
け
て
の
約

一
〇
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
営
ま
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
い
ま
試
み
に
年
紀
の
明
ら
か
な
文
書
を
出
土
し
た
そ
れ

ぞ
れ
の
遺
構
に
つ
き
、
そ
の
推
定
年
代
を
示
せ
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

一
四
六
号
工
房
跡

（天
平
勝
宝
）
―
―
八
世
紀
末
を
九
世
紀
初
頭

五
五
号
竪
穴
住
居
跡

（延
暦
八
年
）
―
十
九
世
紀
中
葉

五
九
号
工
房
跡

（延
暦
九
年
）
―
十
九
世
紀
前
棄

七
五
十
Ａ
号
竪
京
住
居
跡

（延
暦
一
五
年
・
同
二
０
１
二
五
年
）
―
十
九
世
紀
中

葉出
土
文
書
の
年
紀
と
遺
構
の
推
定
年
代
と
の
間
に
や
や
ズ
レ
が
あ
る
よ
う
に

み
え
る
が
、
文
書
の
若
千
の
保
存
期
間
、
廃
棄
後
漆
容
器
の
フ
タ
紙
と
し
て
利

用
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
等
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
の
関
係
は
そ
れ
は
ど
不
自
然
な

も
の
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
先
に
天
平
勝
宝
四
年
籍
の
断
片
か
と
し
た

一

九
八
号
文
書
の
出
土
遺
構
の
年
代
が
、
丁
度
そ
の
廃
棄
時
点
直
後
の
時
期
に
あ

た
っ
て
い
る
の
も
注
意
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
必
ず
し
も
絶
対
で
は
な
い
が
、
こ

こ
に
取
上
げ
る
二
点
の
人
口
史
料
も
や
は
り
延
暦
年
間
を
中
心
と
す
る
時
期
の

も
の
と
み
て
ま
ず
誤
り
は
な
い
と
考
え
る
。
以
下
こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
ま
ず

一
九
四
号
文
書
か
ら
そ
の
内
容
を
み
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

最
初
に
一
九
四
号
文
書
の
釈
文
を
示
せ
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

国
万
六
千
口

□
八
婢

□
神
戸
口参
栢
捌
拾
卑
叩
一節嶽
骨
感鋼

□
萬
萱
任
陸
栢
陸
拾

口口〔Ｗ
斑
埴
苦
矛
謂
感
廿
ユ
醐

回
二
奴

国
十

八
婢〔拾
力
〕

□
□
□
□
萱
畑
定
戸

□
式
姻
封一醐競靭
脚が
咽畑
口

こ
れ
は
五
片
を
接
合
し
て
復
原
し
た
も
の
で
、
ほ
ば
円
形
を
呈
し
、
釈
文
五

行
日
上
部
か
ら
七
行
日
左
部
に
か
け
て
フ
タ
紙
と
し
て
の
原
周
縁
部
を
残
す
。

推
定
復
原
直
径
は
約

一
九
釦
で
あ
る
。
釈
文
四
行
日
右
の
第
二
字
は
、
紙
の
破

損
に
よ
り
殆
ど
失
わ
れ
て
い
る
が
、
ご
く
わ
ず
か
に
残
る
墨
付
か
ら

「
八
」
と

判
断
し
て
誤
り
は
な
い
。
六
行
日

「
拾
」
も
ま
た
大
部
分
が
欠
け
て
い
る
が
、

こ
こ
は
内
容
上

「拾
」
「
栢
」
「仔
」
「高
」
の
い
ず
れ
か
の
文
字
し
か
該
当
せ

ず
、
わ
ず
か
に

「才
」
偏
の
上
部
ら
し
い
墨
付
が
認
め
ら
れ
る
の
で

「
拾
」
と

判
断
さ
れ
る
。
文
字
は
肉
細
の
謹
直
な
楷
書
体
で
、
大
字
は
七
ｉ
八
剛
角
、
小

字
は
四
を
五
皿
角
、　
一
見
し
て
国
衝
作
成
の
公
文
書
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
が
、
界
線
は
確
認
し
得
な
い
。　
一
行
の
間
隔
は
文
字
の
心
々
間
で
約
二

・

五
帥
前
後
で
あ
る
。

さ
て
報
告
書
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
本
文
書
に
み
ら
れ
る
各
数
値
の
関
係
か



（
Ａ
案
）

ら
、
そ
の
欠
失
部
の
記
載
は
次
の
ご
と
く
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
ま
そ
の
復
元
の
根
捉
を
改
め
て
示
せ
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

ω
　
四
行
日
左
末
尾
の

「女
」
は
同
右
末
尾
に

「男
」
と
あ
る
こ
と
、
三
行

日
の
神
戸
口
数
に
も
男
女
の
内
訳
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
五
行
日
に
同

じ
く
双
行
で
奴
婢
口
数
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
よ
る
。

②
　
四
行
日
男
女
別
内
訳
の
合
計
は
一
八
九
七
五
〇
と
な
り
、
直
上
の
合
計

口
数
″
万

一
六
六
〇
と
合
致
し
な
い
。
従

っ
て
こ
の
合
計
回
数
に
は
次
行

の
奴
婢
回
数
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
χ
は
当
然

一
九

以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
　
現
存
籍
帳
に
お
け
る
良
賤
比
率
を
計
算
す
れ
ば
、

大
宝
二

（七
〇
一σ

年
御
野
国
戸
籍
に
お
い
て
一
〇
〇
対
四

・
二
、
同
年
西
海
道
戸
籍
で
は
一

〇
〇
対

七

・
〇
、
養
老
工

（七
二
こ

年
下
総
国
戸
籍

で
は

一
〇
〇
対

一
・
一
、
神
亀
ぞ
天
平
の
京
畿
計
帳
で
は
一
〇
〇
対
六

・
七
で
あ
れ

（後

掲
表
１
１
表
５
か
照
）。　
こ
れ
ら
よ
り
し
て
、　
下
総
に
隣
接
す
る
常
陸
で
は

良
民
に
対
す
る
賤
の
比
率
は
御
野
よ
り
も
低
く
、
可
能
な
限
り
少
な
め
に

見
積
も
る
べ
き
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
延
暦
四
年
以
後
の
も
の

と
み
ら
れ
る
常
陸
国
戸
籍
に
お
い
て
は
、
残
存
九
〇
余
名
の
中
に
奴
婢
を

一
人
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
四
行
日
男
女
合
計
数

一
八
九

七
五
〇
か
ら
総
合
計
χ
万

一
六
六
〇

へ
の
繰
り
上
が
り
を
最
小
限
に
み
な

し
、
χ
は
一
九
、
従

っ
て
奴
婢
の
合
計
数
は
一
九

一
〇
と
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
復
元
す
れ
ば
良
賤
比
率
は
一
〇
〇
対

一
・
○
と
な
る
が
、
も

し
χ
を
二
〇
、
従

っ
て
奴
婢
合
計
数
を

一
一
九

一
〇
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

日
神
戸
口
参
信
捌
拾
癖
叩
一
市
嶽
廿
感
翔

□
同
商
日
醐
翻
岬
畦
許
糊
信
陸
拾
呻執
蒻
左哲
五一市
感廿
執閥
］

回

日

□
丈

婢

□
□
□
拾
査
姻
定
戸

□
園
圏
□
式
姻
封一
珈
蠅
靭
酌
炉
咽

畑
口

（
Ｂ
案
）

□
□

回
日
□
田
八
婢

□
神
戸
口
参
価
捌
拾
騨
印
一

邑

周
咄
腱
魏
栢
陸
∴
＝
芝
一行
菱
鋲

郎

回

日

国
十
八
婢

回
□
□
拾
萱
姻
定
戸

日園陶□弐姻封一珈軸靭脚炉Ⅷ
畑口

百百
九八
十十
八六
女男
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一
〇
〇
対
六

・
三
と
な
り
過
大
で
あ
る
。

④

　
一
行
日
左
に

「
国
万
六
千
日
」
と
見
え
る
の
は
四
行
日
左
の
良
女
日
数

の
記
載
に
類
似
し
、
ま
た
二
行
日
左
に

「
日
八
婢
」
と
あ
る
の
も
五
行
日

左
の
婢
口
独
と
合
致
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
相
互
の
字
配
り
の
状

態
が
殆
ど
同

一
と
い
っ
て
よ
い
状
態
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
し
て
、

一
行
日
を
二
行
日
の
記
載
は
四
行
日
ぞ
五
行
日
の
そ
れ
と
同
形
式
の
、
し

か
も
荻
量
的
に
も
殆
ど
近
似
し
た
記
載
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

③
　
そ
の
場
合
、　
一
ｉ
二
行
日
は
三
行
日
の
神
戸
口
数
と
四
Ｌ
五
行
日
の
恐

ら
く
は
官
戸
の
口
狭
と
の
合
計
で
あ
る
か
、
ま
た
は
逆
に
一
―
二
行
日
と

三
行
日
の
合
計
が
四
を
五
行
日
で
あ
る
か
の
二
通
り
の
理
解
が
成
立
つ
。

前
者
に
立

っ
て
の
復
元
が
Ａ
案
で
あ
り
、
後
者
の
そ
れ
が
Ｂ
案
で
あ
る
。

そ
の
際
い
ず
れ
の
案
を
と

っ
て
も
、
三
行
目
の
神
戸
口
数
の
内
訳
に
は
奴

婢
は
な
い
か
ら
、
二
行
日
は
五
行
日
と
全
く
同
じ
記
載
で
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
。

⑥
　
一
行
日
ｉ
五
行
日
冒
頭
の

「
口
」
字
は
、
本
帳
の
書
式
上
当
然
こ
の
よ

う
に
復
元
さ
れ
る
。

①
　
七
行
日
右
は

「
□
姻
」
の
下
の
欠
損
部
に
鹿
嶋
神
戸
以
外
の
神
戸
名
が

具
体
的
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
全
体
の
紙
高

。
字

配
り
と
四
行
日
末
尾
の
位
置
か
ら
判
断
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
下
に
い
ま

一

つ
以
上
の
神
戸
が
列
記
さ
れ
て
い
る
と
み
る
だ
け
の
余
地
は
な
い
。
と
す

れ
ば
、
鹿
嶋
神
戸

一
姻
と
某
神
戸
□
姻
、
そ
れ
に
他
の
掛
戸
十
七
姻
の
合

計
が

「国
武
姻
」
か
と
考
え
ら
れ
、　
一
応
右
に
推
定
し
た
ご
と
く
復
元
し

て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
で
あ
る
が
、
Ａ

・
Ｂ
い
ず
れ
に
し
て
も

一
行
日
、
四
行
日
の
口
数
が

一

九
万
を
超
え

る
点
が
ま
ず
注
意
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
は
一
郡
の
人
日
と
し
て
は
過

大
で
あ
り
、
常
陸

一
国
の
人
口
に
か
か
わ
る
数
値
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
が
、
た
だ
三
行
目
の
神
戸
口
数
が
少
な
す
ぎ
る
点
よ
り
し
て
、
こ
れ
を

一
国

の
総
回
数
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。　
一
ｉ
二
行
日
に
こ
の
三
行
日
の
何
ら

か
の
神
戸
口
数
を
加
減
し
て
算
出
さ
れ
た
四
ぞ
五
行
日
の
数
値
は
、
某
年
の
常

陸

一
国
の
見
定
官
戸
口
数
を
示
し
て
い
る
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
、

本
帳
は
神
戸

・
封
戸
と
官
戸
と
に
分
か
っ
て
一
国
お
よ
び
各
郡
の
戸
数

・
口
数

を
集
計
し
た
も
の
で
、
現
存
部
の
前
に
一
国
全
体
の
戸
荻
集
計
、
続
い
て

一
国

全
体
の
総
口
数
、
そ
の
内
訳
と
し
て
の
神
戸

・
封
戸
の
回
数
記
載
が
欠
け
て
お

り
、
現
存

一
ｉ
二
行
日
は
そ
れ
に
続
く
内
訳
中
の
官
戸
口
数
の
記
載
と
み
る
。

そ
し
て
こ
れ
に
停
廃

（Ｂ
案
）、　
も
し
く
は
新
設

（
Ａ
案
）
神
戸
の
口
数

（三
行

日
）
を
加
減
し
、　
四
ｉ
五
行
日
は
見
定
官
戸
日
数
を
示
し
て
い
る
も
の
と
解
す

る
の
で
あ
る
。

そ
の
場
合
、　
注
意
さ
れ
る
の
は
、
『新
抄
格
勅
符
抄
』
神
封
部
に
収
め
ら
れ

た
延
暦
二
〇
年
九
月
二
二
日
の
太
政
官
符
に
よ
っ
て
、
常
陸
国
所
在
の
春
日
神

封
二
〇
姻
が
停
止
さ
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
そ
の
春
日
神
封
二
〇
姻
と
は
、

同
書
の
諸
国
神
戸
列
記
の
部
分
に

「春
日
神
　
十
戸
爺
稚
梱
謝
謝
靴
奉
〆寄
」

と

あ
る
も
の
を
指
し
て
い
る
が
、
も
し
本
帳
三
行
日
が
こ
の
時
停
止
さ
れ
た
春
日



神
戸
の
回
数
を
記
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
本
文
書
は
延
暦
二
〇
年
か
二
一
年
の

も
の
で
、
復
元
案
と
し
て
は
Ｂ
案
を
採
用
す
べ
き
こ
と
と
な
る
。
た
だ
二
〇
戸

の
口
数
が
三
八
四
と
す
る
と
、　
一
戸
平
均

一
九

・
二
人
と
な
り
、
後
述
す
る
鹿

嶋
神
戸
の
一
戸
平
均
口
象
に
比
し
て
少
な
す
ぎ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
二
〇
戸
程

度
の
局
部
的
な
数
値
で
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
十
分
に
あ
り
う
る
の
で
、
右
の

可
能
性
が
全
く
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。　
一
案
と
し
て
示
し
て
お
く
こ
と

と
す
る
。

次
に
六
行
日

・
七
行
日
は
戸
数
の
記
載
で
あ
る
が
、
戸
に
関
す
る
記
載
が
口

数
記
載
の
後
に
な
る
こ
と
は
考
え
難
い
の
で
、
六
行
日
か
ら
は
各
郡
別
の
記
載

に
入
る
も
の
と
考
え
る
。　
そ
の
場
合
、
『和
名
類
乗
抄
』
や

『延
喜
式
』
民
部

上
の
郡
の
配
列
順
か
ら
み
て
、
そ
れ
ら
は
新
治
郡
の
記
載
で
あ
る
可
能
性
が
強

く
、
六
行
日
は
総
戸
数
、
七
行
日
は
そ
の
内
訳
と
し
て
の
神
戸

・
封
戸
の
戸
数

と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
そ
の
よ
う
に
解
す
る
時
、
五
行
日
と
六
行
日
と
の
間
に

一
行
分
の
余
白
は
な
い
の
で
、
郡
名
標
記
の
た
め
に
一
行
が
充
て
ら
れ
て
い
な

い
こ
と
に
な
り
、
『
延
喜
式
』
主
計
下
に
収
め
ら
れ
た
大
帳
の
書
式
等
よ
り
み

れ
ば
や
や
疑
間
が
残
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
正
税
帳
な
ど
に
は
郡
名
標
記
に

続
け
で
す
ぐ
そ
の
下
に
内
容
を
記
す
例
も
多
く
み
ら
れ
る
か
悦
、
こ
の
場
合
も

六
行
日
冒
頭
に
郡
名
が
記
さ
れ
て
い
た
も
の
と
解
し
て
必
ず
し
も
不
自
然
で
は

な
い
。
七
行
日
の
神
戸

・
掛
戸
数
の
少
な
さ
か
ら
み
て
も
、
こ
の
部
分
が
郡
別

の
記
載
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
と
す
れ
ば
、
先
に
一
国
総
計
部
に
つ
い
て

記
し
た
本
帳
の
書
式
構
成
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
こ
の
部
分
か
ら
も
裏
付
け
ら

れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

本
帳
欠
失
部
の
復
元
、
お
よ
び
そ
の
記
載
内
容
に
つ
い
て
の
私
見
は
以
上
の

ご
と
く
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
官
戸
の
分
の
み
と
は
い
え
、
延
暦
年
間
ご
ろ
の
常

陸

一
国
の
人
口
が
男
女
別
内
訳

。
良
賤
別
内
訳
を
と
も
な
っ
て
正
確
に
知
ら
れ

る
点
は
誠
に
貴
重
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
神
戸

・
封
戸
の
回
数
を
記
し
た
部
分

が
欠
失
し
て
い
る
の
で

一
国
の
総
口
数
を
直
接
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

『新
抄
格
勅
符
抄
』
に
よ
れ
ば

延
暦
年
間
の
常
陸
国
に
は
以
下
の
神
封

。
寺
封

の
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

大
和
神
　
一
〇
〇
戸
　
　
鹿
嶋
神
　
一
〇
五
戸
　
　
春
日
神
　
一
一〇
戸

（延

暦
二
〇
年
以
一砂
　
　
西
大
寺
　
八
〇
戸
　
　
豊
浦
寺
　
五
〇
戸
　
　
妙
見

寺
　
五
〇
戸
　
　
大
安
寺
　
一
〇
〇
戸
　
　
飛
鳥
寺
　
一
一〇
〇
戸
　
　
川
原

寺
　
一
〇
〇
戸
　
　
薬
節
寺
　
一
〇
〇
戸
　
　
荒
陵
寺
　
五
〇
戸
　
　
東
大

寺
　
五
〇
戸

以
上
合
計

一
〇
〇
五
戸
で
あ
る
が
、
同
書
に
は
若
千
の
脱
漏
も
あ
ろ
う
し
、

ま
た
こ
れ
以
外
に
も
皇
親

・
諸
王
臣
の
品
封

・
位
討
な
ど
も
存
在
し
た
で
あ
ろ

う
か
ら
、
こ
れ
で
す
べ
て
で
は
な
い
も
の
の
、
同
国
所
在
の
封
戸
数
の
下
限
は

一
応
こ
れ
に
よ
っ
て
押
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
同

書
に
記
さ
れ
た
鹿
鳴
神
戸
に
つ
い
て
の
次
の
ご
と
き
注
記
の
内
容
で
あ
る
。

鹿
嶋
神
百
五
一戸群
群
二国『
輯
習
撒
梅
林が
聯
乳欲

ま
ず
最
初
の

「常
六
国
」
は
上
の
一
〇
五
戸
が
す
べ
て
常
陸
国
に
所
在
す
る

こ
と
を
示
す
注
記
で
あ
ろ
う
。
次
の

「神
賤
五
十
姻
」
と
神
戸

一
〇
五
戸
と
の
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関
係
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
恐
ら
く

一
〇
五
戸
の
中
に
五
〇
姻
の

神
賤
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
、
延
暦
五
年
現
在
の
課

・
不
課
合

計
数
三
三
六

一
人
は
一
〇
五
戸
の
全
口
数
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
こ
れ
を
神
賤

五
〇
姻
の
口
数
と
す
れ
ば
、　
一
戸
平
均
六
七

・
二
人
と
な
っ
て
あ
ま
り
に
も
過

大
で
あ
る
し
、
神
賤
に
課
が
あ
る
と
い
う
の
も
不
審
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

こ
で
こ
れ
を

一
〇
五
戸
の
全
口
数
と
み
て
、　
一
戸
平
均
口
数
を
算
出
す
れ
ば
三

二

・
○
人
と
な
る
。
五
〇
戸
＝
一
郷
当
り
で
は
一
六
〇
〇
人
で
あ
る
。
官
戸
の

一
戸
平
均
回
数
は
神
戸

・
封
戸
の
そ
れ
よ
り
も
や
や
少
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
が
、　
一
応
同
じ
と
み
て
、
本
帳
に
よ
っ
て
知
ら
れ
た

一
国
全
体
の
官
戸
口

数

一
九
万

一
六
六
〇
を
右
の
一
郷
人
口
数

一
六
Ｏ
Ｏ
で
除
せ
ば

一
一
九

・
八
と

な
る
。
即
ち
こ
の
計
算
で
は
本
帳
の
示
す
官
戸
日
数
は
約

一
二
〇
郷
分
の
人
口

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従

っ
て
こ
れ
を

『和
名
類
乗
抄
』

（印
本
）
に

拳
げ
ら
れ
た
常
陸
国
の
総
郷
数

一
五
三
か
ら
滅
ず
れ
ば
、
そ
の
差
三
三
は
同
国

所
在
の
封
郷
の
総
数
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
戸
数
に
す
れ
ば

一
六
五

〇
戸
で
あ
る
が
、
先
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
は
官
戸
の
一
戸
平
均
口
数
を
神
戸

・

封
戸
の
そ
れ
と
同
じ
と
み
な
し
て
算
出
し
た
数
値
で
あ
る
の
で
、
実
際
に
は
前

者
は
後
者
よ
り
も
や
や
少
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
同
国
所
在
の
神
戸

。
封
戸

数
を
最
大
限
に
見
積
も

っ
た
数
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
即
ち
延
暦
年
間
ご
ろ
の

常
陸
の
神
戸

・
封
戸
の
総
数
は
ほ
ば

一
〇
〇
Ｏ
ｉ

一
六
五
〇
戸
の
間
に
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
先
の
鹿
鳴
神
戸
の
一
戸
平
均
口
数
三
二

・
○

人
を
乗
ず
れ
ば
、
そ
の
人
口
は
お
よ
そ
三
万
二
〇
〇
〇
ｉ
五
万
三
Ｏ
Ｏ
Ｏ
人
と

計
算
さ
れ
る
。
本
帳
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
官
戸
総
回
数

一
九
万

一
六
六
〇
に
こ

れ
を
加
え
れ
ば
、
当
時
の
常
陸
国
の
総
人
口
は
約
二
二
万
四
〇
Ｏ
Ｏ
ｉ
二
四
万

四
〇
〇
〇
人
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
数
値
は
当
時
の
国
衡
作
成
の
公
文
に
記
さ
れ
た

一
国
の
官
戸
総
回
数

（そ
れ
は
常
陸
国
の
総
人
口
の
大
部
分
を
占
め
る
）
を
直
接
に
踏
ま
え
て
い
る
点
、

ま
た

『
新
抄
格
勅
符
抄
』
に
よ
っ
て
当
時
常
陸
国
に
所
在
し
た
こ
と
の
知
ら
れ

る
神
封

・
寺
封
の
荻
を
基
礎
と
し
て
い
る
点
、
さ
ら
に
は

『和
名
類
乗
抄
』
の

郷
数
が
ほ
ば

本
帳
と

同
時
期
の
も
の
と
み
ら
れ
る
点

（註
⑬
参
照
）
な
ど
よ
り

し
て
、
延
暦
ご
ろ
の
常
陸
国
の
人
口
と
し
て
非
常
に
確
度
の
高
い
数
値
と
み
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従

っ
て
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
奈
良
末
―
平
安
初
期
の
全
国

の
総
人
口
を
推
計
す
る
こ
と
は
充
分
に
意
味
の
あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
そ

れ
に
先
立
ち
、
本
遺
跡
か
ら
出
上
し
た
い
ま

一
点
の
人
口
史
料
、
第
二
三
七
号

文
書
に
つ
い
て
も
次
に
簡
単
な
検
討
を
加
え
て
お
く
こ
と
と
し
よ
う
。

二
三
七
号
文
書

（
一
六
七
号
竪
穴
住
居
跡
出
土
）
は
三
つ
の
断
片
に
分
か
れ
て

い
る
が
、
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
釈
文
を
示
せ
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

ａ
　
口
伍
日

口
陸
日



□
伍
同

□
栢
黙
拾
伍
課

□
拾
伍
中
男

ｃ
　
国
参
見
日

本
文
書
は
一
国
も
し
く
は
一
郡
の
課

・
不
課
に
よ
る
人
口
の
集
計
を
記
し
た

も
の
で
、
や
は
り
常
陸
国
作
成
の
国
衝
公
文
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
の
な
い
も
の

で
あ
る
が
、
界
線
は
確
認
し
得
な
い
。
ｂ
三
行
日
は
二
行
日
課
口
数
の
内
訳
第

一
行
に
あ
た
り
、
同

一
行
日
は
不
課
日
に
関
す
る
記
載
と
み
ら
れ
る
。
ｃ
は
課

口
内
訳
中
の

「
見
輸
」
も
し
く
は

「
見
不
輸
」
の
記
載
で
あ
る
。
文
字
は
楷
好

な
書
体
で
七
ｉ
八
剛
角
前
後
、
行
間
は
文
字
の
心
々
で
約
二

・
五
釦
前
後
と
な

っ
て
い
る
。

本
文
書
の
書
式
は
、
課
口
総
数
を
記
し
た
次
の
行
に
す
ぐ
続
け
て
中
男
の
口

数
を
記
す
点
、
『
平
安
遺
文
』
巻

一
〇
に
「
摂
津
国
大
計
帳
案
」
と
し
て
収
め
ら

れ
た
二
点

の
文
書
　
（補
四
三
号
・
補
四
四
号
―
十
九
条
家
冊
子
本
中
右
記
裏
文
書
）

に
類
似
す
る
が
、
『
延
喜
式
』
主
計
下
に
掲
げ
ら
れ
た
大
帳
の
書
式
と
は
一
致

し
な
い
。　
こ
の
た
め
報
告
書
で
は
、
『平
安
遺
文
』
補
四
三
号
文
書
と
と
も
に
、

こ
れ
を
直
ち
に
大
帳
の
目
録
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
補
四

四
号
文
書
が
大
帳
目
録
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
却

っ
て

『
延
喜
式
』
の
書

式
の
方
に
中
男
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
や
や
疑
間
が
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
、
本
稿

で
は
改
め
て
こ
の
二
三
七
号
文
書
を
延
暦
ご
ろ
の
常
陸
国
の
某
年
大
帳

（計
帳
）

目
録
で
あ
る
と
認
め
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

さ
て
こ
こ
に
示
し
た
ａ
。
ｂ

・
ｃ
の
三
片
は
相
互
に
直
接
は
し
な
い
が
、
ａ

と
ｂ
の
二
片
は
次
の
ご
と
き
位
置
関
係
に
お
い
て
上
下
に
接
続
す
る
も
の
と
認

め
ら
れ
る
。

国
伍
日

口
伍
□
□
信
弐
拾
伍
課

口
陸
□
□
拾
伍
中
男

と
い
う
の
は
、　
本
文
書
の
表
面
に
は
天
地
の
方
向
を
ほ
ば
逆
に
し
て

（約
一

五
〇
度
）
左
文
字
で
別
文
書

（籍
帳
）
の
記
載
が
付
着
し
て
お
り
、
ａ
・
ｂ
両
片

を
右
の
ご
と
く
二
字
分
の
間
隔
を
あ
け
て
上
下
に
配
置
す
る
時
、
そ
の
籍
帳
の

記
載
も
正
し
い
位
置
関
係
を
示
す
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
字
面

を
内
側
に
し
て
重
な
り
合

っ
て
い
た
籍
帳
の
文
字
が
本
文
書
面
に
移

っ
た
も
の

で
、
現
状
で
も
な
お
一
部
に
そ
の
紙
片
が
残
存
付
着
し
て
い
た
。
い
ま
そ
の
籍

帳
の
記
載
を
示
せ
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
る

（〆

・
丁

・
ざ
の
各
片
は
そ
れ
ぞ
れ
先

掲
二
三
七
号
文
書
の
２
・
ｂ
・
Ｃ
に
対
応
す
る
）。

a′

者 小
老 女



Ｊ
　
　
　
　
　
回
拾

幽
刀
自
買
年
玖

□
年
陸
拾
口

こ
れ
は
報
告
書
に
二
二
九
号
文
書
と
し
て
掲
げ
た
も
の
で
あ
る
が
、
二
三
七

号
文
書
に
つ
い
て
ａ
・
ｂ
両
紙
片
を
先
の
ご
と
く
配
置
す
れ
ば
、
こ
の
籍
帳
の

記
載
は
〆
片
の
第

一
行
が
Ｊ
片
第
二
行
の
、
が
片
第
二
行
が
Ｊ
片
第
三
行
の
そ

れ
ぞ
れ
下
方
に
位
置
す
る
こ
と
と
な
り
、
年
齢
と
丁
中
記
載
と
の
関
係
が
丁
度

適
切
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
右
の
復
元
案
の
根
拠
は
主
と
し
て
こ
の
点
に

あ
る
が
、
ａ
片
第
二
行
の
行
頭
が
第

一
行
の
そ
れ
よ
り

一
字
下
げ
ら
れ
て
い
る

点
も
、
そ
れ
が
第

一
行
に
記
さ
れ
た
数
値
の
内
訳
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、

ｂ
片
第
二
行
と
第
三
行
と
の
関
係
に
よ
く
適
合
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
こ
の
復
元
案
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
と
、
そ
の
第
二
行
日

・
第
三
行

日
の
課
日
・
中
男
の
数
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
は
、　
一
応
次
の
二
通
り
の
場
合

が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

の　口嘲巾弾］帥申囀蜘辮

14)

口
伍
□

□
栢
武
拾
伍
課

口
陸
□

□
拾
伍
中
男

⑦
は
こ
れ
を
常
陸

一
国
の
集
計
と
み
た
場
合
、
④
は
一
郡
単
位
の
集
計
と
み

た
場
合
で
あ
る
が
、
⑦
の
復
元
案
で
は
課
口
数

・
中
男
数
と
も
に
一
致
し
て
第

二
位
の
数
字

（課
口
数
は
任
位
、
中
男
荻
は
栢
位
）
が
零
と
な
る
点
、　
や
や
不
自

然
な
感
は
否
め
な
い
。
さ
ら
に
養
老
五
年
下
総
国
戸
籍
で
は
良
賤
総
日
一
二
八

六
人
中
に
含
ま
れ
る
課
口
は
三
四
九
人
で
あ
銑
、
こ
の
比
率
で
の
の
課
口
数
五

〇

一
二
五
ｉ
五
〇
九
二
五
に
対
応
す
る
総
口
数
を
求
め
る
と

一
八
万
四
七
〇

一

―

一
八
万
七
六
四
九
人
と
な
る
。
下
総
国
戸
籍
の
比
率
を
用
い
た
理
由
に
つ
い

て
は
す
ぐ
あ
と
で
述
べ
る
が
、
い
ま
注
意
さ
れ
る
の
は
、
算
出
さ
れ
た
常
陸

一

国
の
総
回
数
が
先
に
み
た

一
九
四
号
文
書
に
記
さ
れ
る
官
戸
の
総
口
数

一
九

一

六
六
〇
人
に
も
満
た
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
三
七
号
文
書
の
集
計
は
、
そ

の
書
式
上
神
戸

。
封
戸
の
口
数
を
も
含
む
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る

総
口
数
が

一
八
万
人
台
で
は
、
同
時
期
の
文
書
で
あ
る
一
九
四
号
文
書
に
照
ら

し
て
あ
ま
り
に
も
少
な
す
ぎ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
結
局
、
こ
れ
ら
の
点

よ
り
判
断
し
て
、
こ
れ
を
常
陸

一
国
の
集
計
と
み
る
切
の
復
原
案
は
採
用
す
べ

き
で
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、　
一
九
四
号
文
書
に
示
さ
れ
た
官
戸
口
数
の
内
訳
に
よ
っ
て
、
良

民
中
の
男
女
の
比
率
、
良
賤
の
比
率
を
算
出
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
ご
と
き

C′

□
男
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値
を
得
る
。

男
女
比

（男
ロ

良
賤
比

（良
日

○
○
）

○
○
）

一
二
八

・
三
％

一
・
〇
％

こ
れ
を
後
掲
表
１
を
表
４
に
示
し
た
八
世
紀
前
半
の
各
地
の
籍
帳
に
み
ら
れ

る
比
率
と
比
較
す
れ
ば
、
養
老
五
年
下
総
国
戸
籍
の
そ
れ
と
か
な
り
近
似
す
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
即
ち
各
籍
帳
に
お
け
る
男
女
比

（
Ａ
）
・
良
賤
比

（Ｂ
）
は

（Ａ
）　
　
　
　
　
　
（Ｂ
）

大
宝
二
年
御
野
国
戸
籍
　
一
〇
九

・
〇
　
　
四

・
二

同
　
　
年
西
海
道
戸
籍
　
一
一
一
・
五
　
　
七

・
○

養
老
五
年
下
総
国
戸
籍
　
一
言
一〇

・
九
　
　
一
。
一

神
亀
ｉ
天
平
京
畿
計
帳
　
一
一
一七

・
六
　
　
一ハ
・
七

と
な
っ
て
い
る
が
、
男
女
比
は
京
畿
計
帳
に
極
め
て
近
い
も
の
の
下
総
国
戸
籍

に
も
ま
た
近
く
、
良
賤
比
を
も
含
め
て
考
え
れ
ば
全
体
と
し
て
下
総
国
戸
籍
の

示
す
比
率
に
よ
く

一
致
す
る
と
い
”
こ
と
が
で
き
れ
ｏ
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
籍
帳

の
課
口
数
に
対
す
る
中
男
数
の
百
分
比
は
、
御
野
国
戸
籍
が

一
八

。
三
、
西
海

道
戸
籍
が

一
六

・
二
、
下
総
国
戸
籍
が

一
四

・
三
、
京
畿
計
帳
が

一
四

・
五
で

あ
る
が
、
先
掲
④
の
復
元
案
を
採
用
す
る
と
、
本
文
書
で
は
一
〇

・
四
を

一
三

・
六
と
な
る

（
一
〇

・
四
は
課
回
数
を
五
九
二
五
、
中
男
数
を
六
一
五
と
し
て
算
出
し

た
最
小
値
で
あ
り
、
逆
に
一
三
・
六
は
課
口
数
を
五
一
二
五
、　
中
男
数
を
六
九
五
と
し

て
計
算
し
た
最
大
値
で
あ
か
）。　
そ
の
平
均
は
一
二
。
○
で
あ
り

（こ
れ
は
仮
り
に

０
を
採
用
し
た
場
合
で
も
同
様
で
あ
る
）、　
や
は
り
下
総
国
戸
籍
の
比
率
に
最
も
近

い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
一
九
四
号
文
書

・
二
三
七
号
文
書
に
み
ら
れ
る
各
数
値
の
相
互

関
係
は
、
下
総
国
戸
籍
の
そ
れ
と
全
体
に
よ
く
類
似
し
て
お
り
、
両
者
の
年
代

が
養
老
五

（七
二
３

年
と
延
暦
年
間

（七
八
二
―
八
〇
一Ｃ

と
に
隔
た
っ
て
は

い
て
も
、
隣
接
す
る
こ
の
両
国
の
人
口
構
成
に
は
相
互
に
大
き
な
変
化
は
な
く
、

依
然
と
し
て
強
い
同
質
性
を
保
持
し
て
い
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
従

っ
て
本

文
書
に
み
え
る
課
口
数
か
ら
常
陸

一
国
の
総
口
数
を
推
計
す
る
場
合
、
全
国
平

均
よ
り
も
下
総
国
戸
籍
の
比
率
を
適
用
す
る
の
が
よ
り
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
が
、
か
か
る
観
点
に
立

っ
て
先
掲
①
の
復
元
案
に
お
け
る
一
郡
の
課
ＦＩ

数
五

一
二
五
ぞ
五
九
二
五
に
対
応
す
る
良
賤
総
口
数
を
算
出
す
れ
ば
、
そ
れ
は

一
万
八
八
八
五
ｉ
二
万

一
八
三
三
人
と
計
算
さ
れ
る
。

で
は
そ
の
程
度
の
人
口
を
擁
す
る
郡
は
、　
一
体
い
ず
れ
の
郡
と
考
え
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
か
。
常
陸
国
に
は
全
部
で

一
一
の
郡
が
存
在
す
る
が
、
い
ま

『和
名

類
乗
抄
』

（印
本
）
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
郷
数
と
と
も
に
そ
れ
を
列
挙
す
れ
ば

次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

新
治

（１２
）
　

真
壁

（７
）
　

筑
波

（
９
）
　

河
内

（７
）
　

信
太

茨
城

（１８
）
　

行
方

（１７
）
　

鹿
島

（偲
）
　

那
賀

（２２
）
　

久
慈

多
珂

（８
）

い
ま
こ
れ
を
所
属
の
郷
数
に
よ
っ
て
整
理
す
れ
ば
、　
そ
れ
ら

一
一
郡
は
①

七
ぞ
九
郷

（真
壁
・
筑
波

・
河
内
・
多
珂
）、　
②

一
二
ｉ

一
四
郷

（新
治
・
信
太
）、

③

一
七
を

一
九
郷

（茨
城
・
行
方
・
鹿
島
）、　
④

一
三

ｉ
三
二
郷

（那
賀

・
久
慈
）

21  14



の
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
か
な
り
明
瞭
な
段
差
を
以
て
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
方

『新
抄
格
勅
符
抄
』
に
よ
っ
て
知
ら
れ
た
鹿
嶋
神
戸
の
一
戸
平
均
口
数
三

二

。
○
人
を
基
礎
と
し
て
、
延
暦
ご
ろ
の
常
陸
国
の
一
戸
平
均
口
数
は
約
三
〇

人
前
後
と
推
定
さ
れ
る
の
で

（註
④
参
照
）、　
こ
れ
に
よ
っ
て
計
算
す
れ
ば
、
本

文
書
の
課
口
数
か
ら
導
か
れ
た
先
の
一
郡
人
口
一
万
八
八
八
五
？
二
万

一
八
三

三
人
は
お
よ
そ

一
三
ｉ

一
四
郷
の
人
口
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
該

当
す
る
の
は
先
の
②
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
中
で
も
本
文
書
残
存
部
の
集
計
は

信
太
郡
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
強
い
。
そ
こ
で
改
め
て
信
太
郡
の
郷

数

一
四
で
右
の
一
郡
推
定
人
口
一
万
八
八
八
五
ｔ
二
万

一
八
三
三
人
を
除
せ
ば
、

そ
の
一
郷
平
均
口
数
は
一
三
四
九
ｉ

一
五
六
〇
人
と
な
る
。
こ
れ
に
常
陸
国
の

総
郷
数

一
五
三
を
乗
ず
れ
ば
、　
一
国
の
総
人
日
は
二
〇
万
六
三
九
七
―
二
三
万

八
六
八
〇
人
と
な
る
が
、
こ
の
数
値
は
先
に
一
九
四
号
文
書
を
基
礎
と
し
て
算

出
し
た
総
口
数
約
二
二
万
四
〇
〇
Ｏ
ｉ
二
四
万
四
〇
〇
〇
人
に
か
な
り
よ
く

一

致
す
る
と
い
え
よ
う
。
も

っ
と
も
、
当
時
の
常
陸
国
の
一
戸
平
均
口
数
を
三
〇

人
前
後
と
み
る
点
は
、　
一
九
四
号
文
書
の
官
戸
総
日
数

一
九
万

一
六
六
〇
人
を

も
参
考
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
や
や
循
還
論
証
の
嫌
い
な
し
と
し
な
い

が
、　
そ
の
計
算
は
い
ま

一
方
で

『新
抄
格
勅
符
抄
』

に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
神

封

。
寺
封
の
数
を
重
要
な
基
礎
と
し
て
お
り
、
さ
ら
に
鹿
嶋
神
戸
の
一
戸
平
均

口
荻
三
二

・
○
人
を
も
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
右
の
結
果
は
一
九
四
号

文
書
か
ら
導
か
れ
た
常
陸
国
の
総
人
口
数
の
傍
証
と
し
て
い
か
ほ
ど
か
の
意
味

は
も
つ
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
こ
れ
を
以
て
奈
良
末
ぞ
平
安
初
期
の
常
陸
国
の

総
人
口
（国
家
掌
握
人
口
）
を
約
二
二
万
四
〇
〇
〇
を
二
四
万
四
〇
〇
〇
人
と
結

論
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
　
八
ｉ
九
世
紀

の
人

口
に
つ
い
て
の
試
論

は
じ
め
に
触
れ
た
よ
う
に
、
澤
田
吾

一
は
奈
良
時
代
の
良
民
人
口
を
約
五
〇

〇
ｉ
六
〇
〇
万
人
と
し
、
こ
れ
に
さ
ら
に
約

一
〇
〇
万
の
賤
民
や
遺
漏
人
口
を

見
込
ん
で
当
時
の
総
人
口
を
約
六
〇
Ｏ
ｉ
七
〇
〇
万
人
と
推
定
し
て
い
る
。
そ

の
計
算
は
二
通
り
の
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
第

一
は

『続
日

本
紀
』
天
平

一
九
年
五
月
戊
寅
条
に
み
え
る
次
の
太
政
官
奏
を
基
礎
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

太
政
官
奏
。
封
戸
人
数
、
縁
レ有
二多
少
一、
所
レ輸
雑
物
、
其
数
不
〆等
。
是
以
、

官
位
同
等
、
所
／給
殊
〆差
。
於
′法
准
量
、
理
実
不
／修
。
請
。
毎
二

戸
一、

以
二
正
丁
五
六
人
、
中
男

一
人
一為
レ率
、
則
用
二郷
別
課
口
三
百
八
十
、
中
男

五
十
一、
擬
為
二
定
数
一。
其
田
租
者
、
毎
二

戸
・、
以
二
対
束
一
為
／
限
、
不

〆合
二加
減
・。
奏
可
之
。

ま
ず
こ
の
官
奏
に
い
う
課
日
に
は
中
男
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
か
ら
、　
そ
れ
を
課
丁

（正
丁
と
次
丁
）
の
義
と
し
、　
課
丁
二
八
〇
人
に
中
男

五
〇
人
を
加
え
て
一
郷
の
課
口
数
を
三
三
〇
人
と
す
る
。
そ
し
て
現
存
す
る
八

世
紀
前
半
の
籍
帳
に
よ
る
統
計
か
ら
、
課
口
三
三
〇
人
に
対
応
す
る
一
郷
の
良
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民
総
口
数

一
三
九
九
人
を
求
め
、　
こ
れ
に

『和
名
類
乗
抄
』
（印
本
）
の
総
郷

数
四
〇
四

一
を
乗
じ
て
全
国
の
良
民
総
口
数
五
六
五
万
三
二
五
九
人
を
算
出
す

る
。
さ
ら
に
こ
の
計
算
に
は
平
城
京
の
人
日
は
含
ま
れ
な
い
の
で
、
そ
れ
に
つ

い
て
は
幕
末
ぞ
明
治
初
期
の
金
沢

（石
川
県
）
と
の
比
較
な
ど
か
ら
、　
近
郊
を

含
め
て
約
二
〇
万
人
の
人
口
を
推
定
す
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
奈
良
時
代
の
良
民
総
口
数
は
約
五
〇
Ｏ
ｉ
六
〇
〇
万
人

と
み
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
推
計
を
支
え
て
い
る
の
は
、
右
の
天
平

一
九
年
官
奏
に
み
え
る
一
郷
の
課
丁

・
中
男
数
を
当
時
の
実
際
の
全
国
平
均
に

基
づ
く
も
の
と
す
る
理
解
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
官
奏
は
、
右
に
み
る
と
お
り
、

各
地
の
封
郷
間
の
課
口
数
の
差
に
よ
っ
て
生
じ
る
封
主
の
収
入
の
格
差
を
是
正

し
、
す
べ
て
の
封
主
に
対
し
て
一
率
に
一
定
量
の
収
入
を
保
証
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
法
定
さ
れ
た
一
郷
の
課
丁

。
中
男
数
は
、

こ
れ
に
よ
っ
て
減
収
と
な
る
討
主
が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
実
在
す
る
封
郷
の
う

ち
最
も
多
丁
な
る
も
の
を
基
準
と
し
て
、　
一
般
の
郷
を
も
含
め
た
全
国
平
均
よ

り
か
な
り
多
め
に
算
定
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
天
平

一
一
年
に
は
、
そ

れ
ま
で
一
部
の
封
主
を
除
き
半
給
で
あ

っ
た
封
戸
租
を
以
後
す
べ
て
全
給
と
し
、

封
主
を
優
遇
す
る
施
策
が
と
ら
れ
て
い
る
点
も
注
意
さ
れ
よ
う
。
澤
田
は
全
国

の
到
郷
の
平
均
口
数
は
一
般
の
郷
の
そ
れ
よ
り
も
多
い
か
も
知
れ
熾
と
し
、
右

の
数
値
を

一
率
に
全
国
に
及
ば
す
こ
と
に
つ
い
て
種
々
論
弁
し
て
い
る
が
、
こ

と
は
そ
の
よ
う
な
次
元
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
右
の
官
奏
に
示
さ
れ
た

課
口
数

・
中
男
数
に
は
史
料
の
本
質
に
か
か
わ
る
よ
り
根
本
的
な
問
題
が
含
ま

れ
て
い
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
他
に
同
様
の
史
料
を
求
め
て
み
る
と
、
『令
集
解
』
賦
役
令
封
戸
条

の
古
記
に
引
用
さ
れ
た
次
の
慶
雲
二

（七
〇
五
）
年

一
一
月
四
日
格
に
、

捌
調
引
引
濶
∃

言
‐
倒
劇
。
兵
士
等
類
、
不
レ在
二点
例
一。
但
出
身
之
色
、
不
な

在
二障
限
一。

と
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
大
幅
な
節
略
文
で
あ
る
た
め
、
本
来
の
格

文
全
体
の
趣
旨
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

『続
日
本
紀
』

同
日
条
に
、

有
レ詔
、
加
二親
王
諸
王
臣
食
封
↓
各
有
〆差
。
先
／是
、
五
位
有
二食
封
一。
至

〆是
代
以
二位
禄
・也
。

と
あ
る
の
を
参
照
す
れ
ば
、
右
の
傍
線
部
は
五
位
の
食
封
を
位
禄
に
切
り
換
え

る
こ
と
と
関
連
し
て
、
封
戸
の
一
戸
当
り
丁
数
を
四
丁
と
定
め
た
も
の
と
み
ら

れ
る
。
さ
ら
に
ま
た
鬼
頭
清
明
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

大
同
三
年

一
一
月

一
〇
日
官
奏
所
引
の
大
宝
元
年
格
に
お
い
て
も
、
五
位
の
位

禄
支
給
額
が

一
戸
四
丁
の
基
準
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
て
い
る
（正
五
位
は
四
〇
戸

相
当
、　
従
五
位
は
三
〇
戸
相
当
）。
　
こ
れ
ら
に
対
し
て
禄
令
食
掛
条
の
規
定
で
は

（大
宝
令
も
養
老
令
と
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
）
、
四
位

・
五
位
の
位
禄
額
が

一
戸
三
丁
の
基
準
で
計
算
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
は
ば
同
様
の
関
係
は
点
兵

率
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。
即
ち
養
老
令
の
軍
防
令
兵
士
簡
点
条
に
は
、

Ω
剛
略
）
其
応
二点
入
レ軍
者
、
同
戸
之
内
、
毎
≧
一丁
・取
二

丁
一。

と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
『
日
本
書
紀
』
持
統
三

（一ハ
八
九
）
年
閏
八
月
庚
申
条

に
は
、
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盆
刷
略
）
其
兵
士
者
、
毎
二於

一
国
一、
四
分
而
点
二其

一
一、
令
レ
習
二武
事
・。

と
あ
り
、
『続
日
本
紀
』
天
平
四
年
八
月
壬
辰
条
に
も
、

金
削
略
）
又
四
道
兵
士
者
、
依
〆令
差
点
、
満
二
四
分
之

一
・。
（後
略
）

と
み
え
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
直
ち
に
飛
鳥
浄
御
原
令
や
大
宝
令
の
規
定
が
四

丁
に
つ
き

一
兵
士
を
取
る
も
の
で
あ

っ
た
と
す
る
に
は
問
題
が
あ
る
が
、
養
老

令
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
実
際
に
点
兵
率
を
四
分
之

一
と
す
る
意
識

の
存
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
延
い
て
は
そ
の
背
後
に
一
戸
の
課
丁
数
を
四

丁
と
す
る
慣
行
の
存
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
よ
う
。
先
の
封
戸
の
場
合
も
、
位
禄

額
の
算
定
に
当

っ
て
令
規
定
で
は
一
戸
三
丁
と
し
て
計
算
し
て
い
る
が
、
実
際

に
は
大
宝

。
慶
雲
の
格
に
よ
っ
て
一
戸
四
丁
の
基
準
が
採
用
さ
れ
て
お
り
い
こ

の
一
戸
四
丁
と
い
う
の
が
当
時
の
実
態
に
近
い
普
遍
性
を
も
っ
た
数
値
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
先
の
天
平

一
九
年
官
奏
を
法
源
と
す
る

『延
喜
式
』
民
部
上

の
規
定
に
お
い
て
も
、　
再
び

一
戸
の
正
丁
数
を
四
人
、
従

っ
て

一
郷
の
課
口

（課
丁
）
数
を
二
〇
〇
人
と
し
て
い
る
点
が
注
意
さ
れ
よ
う
。　
　
・

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
天
平

一
九
年
官
奏
に
定
め
ら
れ
た
一
郷
の
課
丁

数
二
八
〇
、
中
男
数
五
〇
を
基
礎
と
す
る
澤
田
の
奈
良
時
代
良
民
人
口
に
つ
い

て
の
推
計
は
、
か
な
り
過
大
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で

い
ま
試
み
に
八
世
紀
前
半
の
一
戸
平
殉
丁
数
を
四
と
し
て
、
改
め
て
全
国
の
良

民
総
口
数
を
算
出
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
　
　
・

一ま
ず
天
平

一
九
年
官
奏
に
一
戸
の
正
丁
五
六
人
と
い
い
い
慶
雲
二
年
格
に
す

戸
四
丁
と
い
う
の
は
、
い
ず
れ
も
単
純
な
正
丁
数
で
は
な
く
、
ま
た
澤
田
の
い

う
よ
う
に
正
丁
と
次
丁
と
の
合
計
数
で
も
な
く
、
次
丁
を
三
分
之

一
正
丁
と
し

て
課
丁

（正
丁
と
次
丁
）
を
す
べ
て
正
丁
数
に
換
算
し
た
数
値
と
考
え
ら
れ
る
の

で
、
現
存
籍
帳
に
よ
る
正
丁
と
次
丁
の
比
率
の
平
均
三
九

・
九
対
三

・
七
に
よ

鈍
、　
一
郷
の
正
丁
換
算
値
二
〇
〇
に
対
応
す
る
正
丁
と
次
丁
の
合
計
数
を
求
め

れ
ば
二
〇
九
人
と
な
る
。
ま
た
課
丁
と
中
男
の
比
率
の
平
均
四
三

・
六
対
八

・

二
に
よ
っ
て
、
こ
こ
に
算
出
さ
れ
た
一
郷
の
課
丁
数
二
〇
九
に
対
応
す
る
中
男

数
を
求
め
れ
ば
二
九
人
と
な
る
。
従

っ
て
一
郷
の
課
口
数
は
二
四
八
人
と
な
る

が
、
課
口
と
男
女
総
口
数
と
の
比
率
の
平
均
五

一
・
八
対
二

一
九

・
七
に
よ
り
、

一
郷
当
り
良
民
人
口
を
算
出
す
る
と

一
〇
五
二
人
で
あ
る
。
澤
田
が
基
礎
と
し

た
数
値
よ
り
も
三
四
七
人
も
少
な
く
、
こ
れ
に

『和
名
類
乗
抄
』
（印
本
）
の
郷

荻
四
〇
四

一
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
全
国
総
良
口
数
は
四
二
五
万

一
一
三
二
人
と

な
る
。

一
方
、
澤
田
の
平
城
京
人
口
に
つ
い
て
の
推
計
も
か
な
り
過
大
な
よ
う
で
、

最
近
岸
俊
男
は

『続
日
本
紀
』
慶
雲
元
年

一
一
月
壬
寅
条
に
み
え
る
一
五
〇
五

姻
を
当
時
の
藤
原
京
内
の
総
戸
数
と
み
な
す
立
場
か
ら
、
平
城
京
と
藤
原
京
の

面
積
比
三
対

一
、
天
平
五
年
右
京
計
帳
の
一
戸
平
均
口
数

一
六

・
四
に
基
づ
き
、

平
城
京
の
人
口
を
約
七
万
四
〇
〇
〇
人
と
試
算
し
て
い
る
。
そ
の
後
七
〇
余
年

間
の
人
口
増
加
を
見
積
も
っ
て
も

一
〇
万
前
後
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
が
、

も
し
こ
の
試
算
が
正
し
け
れ
ば
、
奴
婢
を
含
ん
で
も
澤
田
の
推
計
の
半
数
程
度

に
し
か
な
ら
な
い
点
が
注
意
さ
れ
る

（右
京
計
帳
の
三
戸
平
均
数
三
ハ
・
四
人
と
い

う
の
は
奴
婢
を
も
含
む
数
値
で
あ
る
）。
　
　
一　
・　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
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後
掲
表
５
に
み
る
ご
と
く
、
八
世
紀
前
半
の
籍
帳
に
お
け
る
良
賤
比
の
平
均

は
一
〇
〇
対
四

・
四
で
あ
る
の
で
、
こ
の
比
率
に
よ
っ
て
右
に
算
出
し
た
全
国

総
良
口
数
四
二
五
万

一
一
三
二
人
に
対
応
す
る
賤
口
数
を
求
め
れ
ば

一
八
万
七

〇
五
〇
人
と
な
る
。
良
賤
を
合
わ
せ
た
総
口
数
は
四
四
三
万
八

一
八
二
人
で
あ

る
が
、
こ
れ
に
右
の
岸
の
推
定
に
よ
る
平
城
京
人
口
を
加
え
て
、
八
世
紀
前
半

の
国
家
掌
握
人
口
は
約
四
五
〇
万
で
あ
る
と
す
る
の
が
こ
こ
で
の
一
応
の
結
論

で
あ
る
。

次
に
い
ま

一
つ
別
の
方
法
に
よ
っ
て
八
世
紀
前
半
の
国
家
掌
握
人
口
を
試
算

し
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
表
５
に
算
出
し
た
一
郷
平
均
口
数
を
用
い
る
方
法
で
あ

る
が
、
澤
田
が
こ
の
よ
う
な
方
法
を
採
用
し
な
か
っ
た
の
は
、
恐
ら
く
現
存
籍

帳
に
よ
る
局
部
的
な
数
値
を
全
国
に
適
用
す
る
の
は
危
険
と
み
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
そ
の
た
め
天
平

一
九
年
官
奏
に
示
さ
れ
た
課
丁

・
中
男
数
を
全
国
平
均
に

基
づ
く
よ
り
普
遍
的
な
数
値
と
し
て
採
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
現
存

の
八
世
紀
前
半
の
籍
帳
も
下
総

。
御
野

・
越
前

・
京
畿

・
西
海
道
と
い
う
よ
う

に
全
国
に
わ
た
る
サ
ン
プ
ル
を
提
供
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
平
均
に
よ
っ
て
得

ら
れ
る
一
郷

（
＝
五
〇
戸
）
当
り

臣
数
は
そ
れ
は
ど
偏
頗
な
数
値
と
は
思
わ
れ

な
い
。　
そ
こ
で
表
５
の
全
国
平
均

一
郷
当
り

口
数

一
〇
六
八
に

『和
名
類
乗

抄
』

（印
本
）
の
総
郷
数
四
〇
四

一
を
乗
ず
る
と
、
全
国
良
賤
総
口
数

四
三

一

万
五
七
八
八
人
と
い
う
結
果
を
得
る
。
こ
れ
に
岸
の
推
定
に
よ
る
平
城
京
人
口

を
加
え
れ
ば
約
四
四
〇
万
と
な
る
が
、
先
の
方
法
に
よ
る
推
計
と
極
め
て
よ
く

一
致
す
る
点
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

そ
こ
で
こ
れ
ら
の
結
果
を
さ
ら
に
検
証
す
る
た
め
に
、

霊
亀
元

（七
一
五
）

年
を
天
平

一
一
年
の
も
の
と
み
ら
れ
る
阿
波
目
計
帳
に
よ
っ
て
同
国
の
総
口
数

を
算
出
し
て
み
よ
う
。
同
文
書
に
は

「都
合
今
年
計
帳
新
旧
定
見
戸
」
と
し
て

五
〇
六
八
と
い
う
戸
数
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

『和
名
類
乗
抄
』
に

み
え
る
同
国
の
総
郷
数
が
四
六
で
し
か
な
い
点
よ
り
し
て
房
戸
数
を
示
す
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
表
３
に
示
し
た
よ
う
に
、
養
老
五
年
下
総
国
戸
籍
に
よ
っ
て

算
出
さ
れ
る
一
一房
戸
平
均
口
数
は
九

・
三
人
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
阿

波
国
の
良
賤
総
口
数
を
計
算
す
る
と
四
万
七

一
三
二
人
と
な
る
。　
一
郷
平
均
口

数
は
一
〇
二
五
人
で
あ
鈍
、
先
に
第
二
の
計
算
の
基
礎
と
し
た

一
〇
六
八
人
に

極
め
て
近
い
。
そ
の
差
四
三
人
を
そ
の
ま
ま
全
国
に
拡
大
す
れ
ば
、　
一
七
万
人

余
の
減
少
と
な
る
が
、
そ
の
程
度
の
差
は
問
題
と
す
る
に
足
り
ず
、
こ
の
結
果

は
先
の
推
計
の
妥
当
性
を
よ
く
保
証
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
を
以
て
本

稿
で
は
八
世
紀
前
半
の
国
家
掌
握
人
口
は
約
四
四
〇
‡
四
五
〇
万
、
よ
り
安
全

に
幅
を
も
た
せ
て
言
う
な
ら
四
〇
Ｏ
ｉ
五
〇
〇
万
人
と
結
論
す
る
も
の
で
あ
る
。

当
時
の
脱
漏
人
口
を
ど
の
程
度
と
見
積
も
る
か
は
難
し
い
問
題
で
あ
る
が
、
北

海
道
や
東
北
地
方
北
部
を
除
外
し
て
考
え
る
時
、
そ
れ
を
含
め
て
も
当
時
の
耐

本
の
総
人
口
は
恐
ら
く
五
〇
〇
万
を
多
く
出
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
る
う
。

澤
田
の
推
計
の
第
二
の
方
法
は
、
『弘
仁
式
』
『延
喜
式
』
所
載
の
諸
国
出
挙

稲
の
額
を
利
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
澤
田
は
ま
ず

『
類
乗
三
代
格
』
所
収
の
弘



仁
六

（八
一
五
）
年
八
月
二
三
日
官
符
に
よ
り
、　
陸
奥
国
の
当
時
の
課
丁
数
を

三
万
四
七
九
〇
人
と
算
出
す
る
。
次
に

『弘
仁
式
』
主
税
に
規
定
す
る
諸
国
出

挙
稲
数
を
各
国
の
人
口
の
多
寡
を
基
準
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
と
み
、
右
の

弘
仁
六
年
の
陸
奥
国
の
課
丁
数
と
同
国
の
出
挙
稲
数
と
の
比
例
に
よ
り
、
諸
国

の
弘
仁
年
間
の
課
丁
数
を
算
出
す
る
。
さ
ら
に
弘
仁
年
間
の
諸
国
課
丁
数
を
そ

の
ま
ま
奈
良
時
代
の
課
丁
奴
と
み
な
し
、
こ
れ
に
天
平
宝
字
二
年
以
後
の
男
女

総
口
数
と
課
丁
荻
と
の
比
率

一
Ｏ
Ｏ
対

一
八

・
七
を
適
用
し
て
奈
良
時
代

（後

半
）
の
良
民
人
口
を
算
出
す
る
。

『弘
仁
式
』
の
欠
失
し
て
い
る
諸
国
に
つ
い

て
は

『延
喜
式
』
主
税
上
に
み
え
る
出
挙
稲
数
を
用
い
て
同
様
に
算
出
す
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
基
本
と
し
て
、
畿
内
五
ケ
国
、
対
馬

。
多
軌

・

志
摩
の
各
国
嶋
に
つ
い
て
は
別
途
の
考
察
を
も
加
え
、
さ
ら
に
平
城
京
の
人
口

を
既
述
の
ご
と
く
二
〇
万
人
と
し
て
、
最
終
的
に
良
民
総
口
数
を
約
五
六
〇
万

人
と
算
出
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
推
計
に
つ
い
て
は
、
陸
奥
国
と
い
う
特
殊
な
地
域

（蝦
夷
問
題
と
の
関
連

に
お
い
て
）
の
課
丁
荻
を
計
算
の
基
礎
と
す
る
点
、
ま
た
弘
仁
・
延
喜
の
出
挙
稲

数
を
人
口
に
比
例
す
る
も
の
と
み
な
す
点
、
や
や
問
題
が
残
る
が
、
後
者
は
例

え
そ
れ
が
諸
国
の
田
積
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
結
局

そ
れ
は
大
局
的
に
は
人
口
に
も
比
例
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
こ

れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
い
ま
は
不
間
に
付
す
こ
と
と
し
よ
う
。
し
か
し
ど
う
し

て
も
問
題
と
な
る
の
は
、
弘
仁
六
年
の
陸
奥
国
の
課
丁
荻
と
弘
仁

。
延
喜
の
出

挙
稲
数
と
か
ら
算
出
さ
れ
た
諸
国
課
丁
数
を
い
そ
の
ま
ま
奈
良
時
代
の
課
丁
数

と
み
な
す
点
で
あ
る
。
澤
田
は
こ
れ
に
つ
い
て
も

一
定
の
論
弁
を
試
み
て
は
い

る
が
、
あ
ま
り
説
得
的
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
推
計
に
用
い
ら
れ
た
史

料
よ
り
し
て
い
そ
こ
に
算
出
さ
れ
た
良
民
総
口
数
約
五
六
〇
万
と
い
う
数
値
は
、

や
は
り
直
接
的
に
は
平
安
時
代
初
期
の
人
口
を
示
し
て
い
る
も
の
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。
澤
田
が
延
喜
稲
に
よ
っ
て
算
出
し
た
常
陸
国
の
良
民
総
口
数
は
二

一
万
六
九
〇
〇
人
で
あ
る
が
、
前
章
で
検
討
し
た
一
九
四
号
文
書
の
良
賤
比
率

に
従
い
、
こ
れ
に

一
％
の
賤
口
数
を
加
え
る
と
良
賤
総
口
数
は
約
二
二
万
人
と

な
る
。
こ
の
数
値
は
同
文
書
を
基
礎
と
し
て
先
に
算
出
し
た
延
麿
ご
ろ
の
常
陸

国
の
総
人
口
三
二
万
四
〇
〇
〇
を
二
四
万
四
Ｏ
Ｏ
Ｏ
人
と
か
な
り
近
く
、
澤
田

の
推
計
が
や
は
り
平
安
初
期
の
人
口
と
し
て
よ
り
摩
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
よ
う
。

で
は
延
暦
ご
ろ
の
常
陸
国
の
総
人
口
と
し
て
か
な
り
確
度
が
高
い
と
思
わ
れ

る
右
の
数
値
に
基
づ
く
時
、
当
時
の
全
国
総
人
口
は
ど
の
程
度
と
計
算
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず

一
つ
の
方
法
と
し
て
、
こ
の
三
二
万
四
〇
Ｏ
Ｏ
ｉ
二
四
万

四
〇
〇
〇
と
い
う
数
値
を

『和
名
類
乗
抄
』

（印
本
）
の
常
陸

一
国
の
総
郷
数

一
五
三
で
除
し
、
そ
れ
に
全
国
総
郷
数
四
〇
四

一
を
乗
ず
れ
ば
、
五
九

一
万
六

〇
二
四
ｉ
六
四
四
万
五
三
九
五
人
と
い
う
結
果
を
得
る
。
し
か
し
こ
の
数
値
は
、

先
に
現
存
籍
帳
を
史
料
と
し
て
算
出
し
た
八
世
紀
前
半
の
総
人
口
ほ
ど
に
は
確

実
性
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
先
の
計
算
に
お
い
て
は
ほ
ば
全
国

的
に
満
遍
な
く
サ
ン
プ
ル
を
得
ら
れ
た
の
に
対
ｔ
、
こ
の
場
合
は
単
に
常
陸

一

日
の
一
郷
平
均
口
数
の
み
を
計
算
の
基
礎
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
表
１
１
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表
う
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
各
地
の
一
郷
平
均
口
数
に
は
相
互
に
か

な
り
の
相
違
が
あ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
特
定
地
域
に
お
い
て
得
ら
れ
た

数
値
の
み
を
以
て
一
率
に
全
体
を
推
し
測
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
八

世
紀
前
半
ご
ろ
の
東
国
は
全
体
と
し
て
西
国
先
進
地
域
よ
り
も
開
発
は
遅
れ
て

い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
後
半
世
紀
余
り
を
経
て
、
奈
良
末
ぞ
平

安
初
期
の
こ
ろ
に
は
開
発
も
進
み
、
と
し
ろ
西
国
よ
り
も
多
数
の
人
口
を
抱
え

る
に
至

っ
た
可
能
性
も
想
定
さ
れ
る
。
も
し
も
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
右
の

約
五
九
二
ｉ
六
四
五
万
と
い
う
数
値
は
か
な
り
下
方
修
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
も
う

一
つ
の
方
法
と
し
て
、
澤
日
の
推
計
に
な
ら
い
、
試
み
に

『延

喜
式
』
の
出
挙
稲
数
に
よ
っ
て
全
国
の
総
口
荻
を
算
出
し
て
み
る
こ
と
と
す
る

（延
喜
稲
を
用
い
る
の
は

『弘
仁
式
』

が
完
存
し
な
い
た
め
で
あ
る
が
、

『延
喜
式
』

に
お
い
て
は
多
徹
嶋
が
存
在
し
な
い
の
で
、
同
鳴
に
つ
い
て
は
弘
仁
稲
を
用
い
る
）。
ま

ず
山
城
国
以
下
対
馬
嶋
に
至
る
六
六
国
二
嶋
の
延
喜
稲
の
総
合
計
は
四
三
八
五

万
四
六
〇
〇
東
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
常
陸
国
は
一
八
四
万
六
〇
〇
〇
東
を
占
め

る。
。
多
執
嶋
の
弘
仁
稲
二
〇
八
〇
束
を
加
え
て
全
国
総
稲
数
は
四
三
八
五
万
六

六
八
〇
束
で
あ
る
。
常
陸
国
の
総
口
荻
三
二
万
四
〇
Ｏ
Ｏ
ｔ
二
四
万
四
〇
〇
〇

人
と
出
挙
稲
数

一
八
四
万
六
〇
〇
〇
束
と
の
比
例
に
よ
り
、
右
の
総
稲
数
に
対

応
す
る
全
国
総
口
数
を
求
め
れ
ば
、
そ
れ
は
約
五
三
二
ｉ
五
八
〇
万
人
と
算
出

さ
れ
る
。
先
の
一
郷
平
均
口
数
を
基
礎
と
す
る
計
算
よ
り
も
約
六
〇
万
人
少
な

く
、
澤
田
の
推
計
と
か
な
り
よ
く

一
致
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
両
者
い
ず
れ

の
数
値
を
採
る
べ
き
か
は
難
し
い
問
題
で
あ
る
が
、
先
述
の
と
お
り
、
第

一
の

方
法
に
よ
る
計
算
の
方
に
や
や
疑
間
が
多
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
本
稿
で
は
一

応
第
二
の
方
法
に
基
づ
く
結
果
を
採
用
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
平
城
京
末
期
！

平
安
京
初
期
の
京
師
人
口
を
約

一
〇
万
人
と
み
て
、
当
時
の
国
家
掌
握
人
日
は

約
五
四
〇
ｉ
五
九
〇
万
人
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
幾
分
の
脱
漏
人
口
を
見
込

め
ば
、　
当
時
の
日
本
の
総
人
口

（北
海
道
と
東
北
地
方
北
部
を
除
く
）
は
お
よ
そ

六
〇
〇
万
人
前
後
と
考
え
ら
れ
る
。

お

わ

り

に

以
上
、
茨
城
県
石
岡
市
の

″鹿
の
子
Ｃ
遺
跡
”
か
ら
出
上
し
た
二
点
の
人
口

史
料
に
よ
り
、
延
暦
年
間
ご
ろ
の
常
陸
国
の
国
家
掌
握
人
口
が
三
二
万
四
〇
〇

〇
ぞ
二
四
万
四
〇
〇
〇
人
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
を
基
礎
に
奈
良

末
を
平
安
初
期
の
国
家
掌
握
人
口
を
約
五
四
〇
ｉ
五
九
〇
万
人
と
推
定
し
た
。

ま
た
八
世
紀
前
半
の
国
家
掌
握
人
口
に
つ
い
て
も
独
自
に
推
計
を
試
み
、
こ
れ

を
四
四
〇
ｉ
四
五
〇
万
人

（安
全
な
数
値
と
し
て
は
四
〇
〇
―
五
〇
〇
万
人
）
と
算

出
し
た
。
こ
の
結
果
、
従
来
奈
良
時
代
人
口
に
つ
い
て
の
定
説
と
も
な
っ
て
い

た
澤
日
の
推
計
は
、
む
し
ろ
奈
良
末
ｉ
平
安
初
期
の
人
口
と
み
る
べ
き
こ
と
が

如
ら
れ
た
が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
八
世
紀
前
半
か
ら
八
〇
〇
年
前
後

に
至
る
間
に
約

一
〇
〇
万
人
の
人
口
増
加
が
推
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

を
歴
史
的
な
事
実
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
さ
ら
に
諸
種
の
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史
料
に
よ
っ
て
検
討
を
重
ね
る
必
要
が
あ
る
が
、　
一
方
で
こ
の
よ
う
な
認
識
を

踏
ま
え
て
奈
良
時
代
後
半
に
展
開
し
た
諸
歴
史
事
象
―
―
例
え
ば
墾
田
開
発
の

進
展
や
調
庸
物
の
盈
悪

。
違
期

。
未
進
に
象
徴
さ
れ
る
律
令
制
公
民
支
配
の
動

揺
―
―
を
見
直
せ
ば
、
そ
こ
に
新
た
に
ど
の
よ
う
な
見
通
し
が
開
け
る
で
あ
る

う
か
。
こ
と
は
重
大
で
あ
る
が
、
す
べ
て
今
後
の
課
題
と
し
、
い
ま
は

一
ま
ず

こ
れ
を
以
て
欄
筆
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

註ω
　
茨
城
県
教
育
財
団
文
化
財
調
査
報
告
第
２０
集

『鹿
の
子
Ｃ
遺
跡
漆
紙
文
書
』
本
文

編

・
図
版
編
　
一
九
八
三
年
。
な
お
同
書
に
一
―
二
八
九
の
番
号
を
付
し
て
報
告

さ
れ
た
文
書
片
の
中
に
は
、
相
互
に
直
接
は
し
な
い
が
同
一
文
書

（同
一
個
体
）

の
破
片
と
み
ら
れ
る
も
の
も
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
本
来
の
文
書
点
数
は
さ
ら
に

少
数
と
な
る
が
、
そ
れ
で
も
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
が

一
つ
の
遺
跡
か
ら
出

上
し
た
漆
紙
文
書
群
と
し
て
最
大
規
模
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

②
　
″鹿
の
子
Ｃ
遺
跡
“
の
漆
紙
文
書
の
調
査

。
解
読
は
、
井
上
満
郎
氏

（京
都
産
業

大
学
）
を
代
表
者
と
し
、
他
に
岡
田
芳
朗

（女
子
美
術
大
学
）
・
志
田
諄

一
（茨

城
キ
リ
ス
ト
教
大
学
）
・
西
山
良
平

（京
都
大
学
）

の
各
氏
、　
お
よ
び
筆
者
の
五

人
が
そ
の
任
に
あ
た
っ
た
。

０
　
茨
城
県
教
育
財
団
文
化
財
調
査
報
告
第
２０
集

『鹿
の
子
Ｃ
遺
跡
』
遺
構

・
遺
物
編

ｍ
　
一
九
八
三
年
　
七
八
八
ぞ
七
九
一
頁

ω
一　
澤
田
吾

一
『奈
良
朝
時
代
綴
融
の
毅
的
研
究
』

粕
書
房
　
一
九
七
二
年
復
刻

（初

刊
は
一
九
二
七
年
）

０

　

パ

０
＜
゛
日

や
　

∽
す
Ｏ
Ｎ
ｏ
　

ム�

ｏ
日

Ｏ
Ｂ
　

∽
Ｅ
ヴ
ψ
”
∽
計

Ｂ
ｏ
ｏ
　

や
ｏ
ａ
　

壻
ｏ
お
Ｅ
舒

一
〓

脚
〕
】

∽
ｏ
Ｂ
Ｆ
。

一　
　
　
日
↓す
”
ｏ
ＰＯ
∞
“ｏ
や
μ
∽
帯Ｅ
μ
いｏ
∽
や
ＰΦ
Ｎ
∞
　
　
　
　
　
　
　
・

⑥
　
社
会
工
学
研
究
所

『
日
本
列
島
に
お
け
る
人
桐
分
布
の
長
期
時
系
列
分
析
』
　

一

九
七
四
年
。
な
お
本
書
で
は
、
直
接
に
は
奈
良
時
代
総
人
口
を
五
Ｏ
Ｏ
ｔ
六
〇
〇

万
人
と
記
し
て
い
る
が
、
そ
の
計
算
は

一
郷
の
良
民
人
口
を

一
二
五
〇
人

（
二
五

×
五
〇
）
と
し
、　
こ
れ
に

『
倭
名
類
乗
抄
』
（印
本
）
の
郷
数
四
〇
四

一
を
乗
じ

て
全
国
良
民
人
口
五
〇
五
万
二
五
〇
人
を
算
出
、
さ
ら
に
こ
れ
に
平
城
京
の
人
口

二
〇
万
人
と
全
人
口
比
率
五
―

一
〇
％
の
奴
婢
人
口
と
を
加
え
る
と
い
う
方
法
を

と
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
総
人
口
は
五
五
〇
ぞ
五
八
〇
万
人
と
計
算
さ
れ
る
。

同
研
究
に
従
事
し
た
冴
究
員
の
一
人
で
あ
る
鬼
頭
宏
も
そ
の
結
果
を
自
著
に
五
五

〇
―
五
人
○
万
人
と
し
て
引
用
し
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
こ
の
数
値
を
採

っ
た

（鬼
頭
宏

『
日
本
二
千
年
の
人
口
史
』
　

Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
　
一
九
八
三
年
）
。

七
四
号
文
書

（
七
三
号
竪
穴
住
居
跡
出
土
）
で
は
二
一
歳
の
男
が

「
中
男
」
、　
六

〇
歳
の
男
が

「
老
丁
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
令
規
定
で
は

一
七
ど
二
〇
歳
で
あ
っ

た
中
男
の
年
齢
が

一
八
ｉ
二
一
歳
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
の
は
天
平
宝
字
元
年
３
続

日
本
紀
』
同
年
四
月
幸
巳
条
）
、
同
じ
く
六

一
ｉ
六
五
歳
で
あ

っ
た
老
丁
が
六
〇

―
六
四
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
の
は
同
二
年

（『続
日
本
紀
』
同
年
七
月
癸
酉
条
）

の
こ
と
で
あ
り
、
従

っ
て
本
文
書
は
天
平
宝
字
二
年
以
後
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
ま
た
九
五
号
文
書

（
七
五
十
Ａ
号
竪
穴
住
居
跡
出
土
）
に
は

「
吉
弥

侯
部
」
姓
が
み
え
る
が
、

『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
元
年
二
月
乙
亥
条
に

「
勅
。

自
今
以
後
、
改
こ藤
原
部
姓
〔
為
二久
須
波
良
部
一
君
子
部
為
≧
口弥
侯
部
ど

と
あ

り
、
本
文
書
は
こ
れ
以
後
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
年
齢
が

「
□
拾
」

で
あ
る
女
性
の
丁
中
記
載
が

「老
女
」
と
追
改
さ
れ
て
い
る
点
よ
り
す
れ
ば
、
さ

ら
に
同
二
年
以
後
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
両
文
書
と
も
戸
籍
で
あ
る
よ
り
は
計

帳
歴
名
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
。

天
平
宝
字
二
年
籍
が
廃
棄
さ
れ
る
の
は
延
暦
七
年
籍
の
完
成
時

（廷
暦
八

【七
八

九
〕
年
五
月
）
以
降
、
同
八
年
籍
が
廃
棄
さ
れ
る
の
は
延
暦

一
三
年
籍
の
完
成
時

（延
暦

一
四
年
五
月
）
以
降
で
あ
る
。
な
お
延
暦
年
間
に
廃
棄
さ
れ
る
戸
籍
と
し

て
は
、
他
に
天
平
勝
宝
四

（
七
五
二
）
年
籍

（延
暦
二
年
五
月
以
降
廃
棄
）
。
宝

(つ
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亀
元

（
七
七
〇
）
年
籍

（延
暦
二
〇
年
五
月
以
降
廃
棄
）
が
あ
る
。

各
文
書
の
書
風
等
も
特
に
こ
れ
と
矛
盾
し
な
い
。

前
掲

（註
①
）
報
告
書
　
七
四
三
ｉ
七
四
七
頁

¨
七
八
八
頁

前
掲

（註
ω
）
報
告
書
　
第
一垂
早

本
遺
跡
出
上
の
漆
紙
文
書
に
は
、
第

一
次
文
書
が
廃
棄
さ
れ
た
の
ち
、
き
ら
に
そ

の
紙
岩
が
別
文
書
に
利
用
さ
れ
て
い
る
も
の
も
か
な
り
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
中

に
は
籍
帳
や
調
帳
な
ど
、
明
ら
か
に
国
衝
払
下
げ
の
公
文
書
の
紙
背
に
別
文
書
が

記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
が

（
六
六

・
一
四
五

・
一
七

一
・
二
一
一
・
五
一
六

・
三
二
一
・
二
三
八
の
各
号
文
書
）、　
六
六
号
の
延
暦
九
年
具
注
暦
を
始
め
と
し

て
、
そ
こ
に
は
本
遺
跡
で
紙
背
の
二
次
利
用
が
行
わ
れ
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る

と
み
ら
れ
る

（先
掲

〔註
⑪
〕
報
告
書
参
照
）
。
本
遺
跡
は
官
衡
プ

ロ
ッ
ク
と
居

住

・
工
房
ブ

ロ
ッ
ク
の
両
者
よ
り
な
り
、　
一
八
点
も
の
硯
や
六
点
の
鉾
帯
具
の
出

土
か
ら
文
書
事
務
に
携
わ
る
官
人
の
存
在
が
推
定
さ
れ

て

い
る
が

（先
掲

〔註

③
〕
報
告
書
）
、　
国
衡
払
下
げ
の
反
故
文
書
は
そ
の
官
衡
ブ

ロ
ッ
ク
の
施
設
に
保

管
さ
れ
、
適
宜
そ
の
紙
背
が
別
文
書

（暦
や
帳
簿
な
ど
）
に
利
用
さ
れ
た
り
、
居

住

・
工
房
ブ

ロ
ッ
ク
で
行
わ
れ
た
漆
塗
作
業
の
容
器
の
フ
タ
紙
に
使
用
さ
れ
た
り

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
紙
背
利
用
の
上
で
さ
ら
に
漆
容
器
の
フ
か
紙
に
用
い
ら
れ

た
場
合
、
そ
の
時
期
は
第

一
次
文
書
の
廃
棄
時
点
か
ら
か
な
り
隔
た
る
こ
と
に
な

る
の
が

一
般
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
各
紙
片
が
二
次
利
用

（紙
背
利
用
も

し
く
は
フ
タ
紙
へ
の
直
接
の
使
用
）
に
供
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
は
か
な
り
区
々
で

あ
ろ
う
し
、
紙
背
文
書
廃
棄
後
も
直
ち
に
フ
タ
紙
に
利
用
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い

か
ら
、
各
文
書
の
年
紀
と
出
土
遺
構
の
年
代
と
の
関
係
は
一
率
に
断
ず
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

以
上

「
八
」
と

「
拾
」
に
つ
い
て
は
先
掲

（註
ω
）
報
告
書
、
図
版
編
を
参
照
の

こ
と
。

諸
戸
籍
と
も

『
大
日
本
古
文
書
』

一
。
な
お
先
掲

（註
ω
）
報
告
書
で
は
、
澤
田

前
掲
書

（註
④
）
に
お
け
る
戸
日
集
計
に
基
づ
き
、
御
野

一
〇
〇
対
五

，
一
、
西

海
道

一
〇
〇
対
六

・
六
、
京
畿

一
〇
〇
対
八

。
二
と
し
た
が
、
今
回
改
め
て
独
自

に
集
計
し
な
お
し
、
本
文
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

『
大
日
本
古
文
書
』

一

本
稿
に
官
戸
と
称
す
る
の
は
封
戸
に
対
す
る
意
味
で
用
い
る
も
の
で
あ
り
、
令
規

定
の
賤
民
と
し
て
の
官
戸
で
は
な
い
。

天
平
四

（
七
三
二
）
年
隠
岐
国
正
税
帳
、
同
年
越
前
国
郡
稲
帳

（
以
上

『
大
日
本

古
文
書
』

一
）
、　
天
平
九
年
和
泉
監
正
税
帳
、　
天
平

一
〇
年
駿
河
国
正
税
帳
、

天
平

一
一
年
出
雲
国
大
税
娠
給
歴
名
帳
、
同
年
備
中
国
大
税
負
死
亡
人
帳

（以
上

『
大
日
本
古
文
書
』
二
）
な
ど
。

飯
田
瑞
穂

「
新
抄
格
勅
符
抄
に
関
す
る
考
察
」
Ｇ
芸
林
』

一
〇
十
六
　
一
九
五
九

年
）
に
よ
れ
ば
、
同
書
の
神
封

・
寺
封
列
記
部
は
大
同
元

（
八
〇
六
）
年
牒
に
含

ま
れ
、
そ
の
内
容
は
延
暦
年
間
の
も
の
と
さ
れ
る
。
水
野
柳
太
郎

「
大
安
寺
の
食

封
と
出
挙
稲
０
１
施
入
年
代
―
」
Ｇ
続
日
本
紀
研
究
』
一
一十
二
　
一
九
五
五
年
）

に
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。

池
邊
閲

『
和
名
類
乗
抄
郡
郷
里
瞬
名
考
證
』

（吉
川
弘
文
館
　
一
九
八

一
年
）
に

よ
れ
ば

『
和
名
類
乗
抄
』
の
郷
名
は
九
世
紀
前
半
を
中
心
と
す
る
時
期
の
状
態
を

表
わ
し
て
い
る
と
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
を
延
暦
期
の
郷
数
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と

に
問
題
は
な
い
と
考
え
る
。
さ
ら
に
本
稿
で
は
、
他
に
適
切
な
史
料
も
な
い
の
で
、

従
来
の
諸
研
究
と
同
じ
く
奈
良
時
代
の
人
口
推
計
に
つ
い
て
も
同
書
の
諸
国
郷
数

を
利
用
す
る
。

∞
的
ｂ
×
（
Ь
ｏ
ｏ
を
示
ｍ
ｅ
＝
ω
嗚ｏ
ｏ
ｏユ
鴛
∞
ｏｏ

先
掲

（註
ω
）
報
告
書
で
は
漠
然
と
し
た
推
測
か
ら

「
お
そ
ら
く
常
陸
国
内
の

神
戸

・
封
戸
の
日
数
が
二
万
に
も
達
す
る
こ
と
は
な
か
ろ
う
」
と
し
た
が
、
本
稿

の
よ
う
に
訂
正
す
る
。　
ま
た

『
新
抄
格
勅
符
抄
』

に
み
え
る
鹿
嶋
神
戸
の
一
戸

平
均
口
数
三
二

・
○
人
に
よ
っ
て
常
陸

一
国
の
封
戸
総
口
数
を
算
出
し
た
点
に
つ

llD te ⑮901



日本古代の人口について
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き
、
或
は
こ
れ
を
過
大
で
あ
る
と
す
る
疑
問
が
生
じ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
延
暦
年

間
の
同
国
に
最
低
で
も

一
〇
〇
五
戸

（
＝
二
〇
郷
）
の
神
封

・
寺
封
の
存
し
た
こ

と
は
確
か
で
あ
る
か
ら
、
い
ま
仮
り
に
こ
れ
以
外
に
封
戸
は
な
か
っ
た
も
の
と
し

て
官
戸
の
一
戸
平
均
口
数
を
求
め
れ
ば
二
八

・
八
人
と
な
る
。

卜置
ω
８
十
｛含
”
∞
―
中ｏ
）
ｘ
ω
♀
＝
］
曽
∞

同
国
に
こ
れ
よ
り
多
く
の
封
戸
が
存
在
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
か
ら
、
官
戸
の

一
戸
平
均
口
数
は
実
際
に
は
も
っ
と
多
く
な
り
、
こ
こ
で
の
計
算
に
用
い
た
神
戸

。
到
戸
の
一
戸
平
均
口
数
三
二

・
○
人
に
近
づ
く
。
と
い
う
こ
と
は
、
三
〇
人
前

後
と
い
う
の
が
当
時
の
常
陸
国
全
体
を
通
じ
た

一
戸
平
均
口
数
と
し
て
要
当
な
奴

値
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、　
一
戸
三
二

・
○
人
と
し
て
神
戸

・
封
戸
の
総
口
数
を

算
出
し
た
の
が
決
し
て
過
大
な
計
算
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

８
示
８
十
（駕
ｏ
ｏ
ｏ
？
伽
］∞ｏ
ｅ
＝
駕
∞
ａ
ｏ
ｌ
］ト
トト
８

『
延
喜
式
』
主
計
下
に
収
め
ら
れ
た
大
帳
の
書
式
で
は
、
「都
合
今
年
計
帳
定
見
良

賤
大
小
日
」
の
う
ち
課
日
は

「
見
不
輸
」
と

「
見
輸
」
と
に
分
け
ら
れ
、
さ
ら
に

そ
の

「
見
輸
」
が

「封
」
と

「
官
」
の
各
々
に
つ
い
て

「
半
輸
」
と

「
全
輸
」
と

に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
に
よ
れ
ば
、
中
男
の
記
載
は
、
そ

の

「
半
輸
」
の
具
体
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た

「
駅
子
」
「遭
喪
」
「侍
人
」
「兵
士
」

の
内
訳
と
し
て
し
か
み
え
て
お
ら
ず
、
そ
の
総
回
数
が
ど
こ
に
も
示
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
に
な
る
。
た
だ
そ
の
兵
士
の
内
訳
と
し
て
中
男
の
み
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

点
は
不
審
で
、
軍
防
令
兵
士
簡
点
条
に

「
（前
略
）
其
応
二点
入
レ軍
者
。

同
戸
之

内
。
毎
≧
一丁
一取
二

丁
ご

と
あ
る
ご
と
く
、
兵
土
は
正
丁
か
ら
取
る
の
を
原
則

と
し
た
か
ら
、
或
は
国
史
大
系
本
の
記
載
は
次
の
ご
と
く
訂
正
す
べ
き
か
と
も
思

わ
れ
る

（
た
だ
し
大
宝
二
年
御
野
国
戸
籍
に
は
若
千
な
が
ら
少
丁

〔中
男
〕
の
兵

士
が
認
め
ら
れ
る
）。

（誤
）
　
　
　
　
　
　
　
（
正
）

口
若
千
兵
土
　
　
　
　
　
口
若
干
兵
士

口
若
干
中
男
　
　
　
　
口
若
千
中
男

こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
延
喜
の
大
帳
式
で
は
中
男
が
課
口
半
輸
の
一
項
目
と
し

て
そ
の
最
後
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、　
一
応
先
の
疑
間
は
解
消
す
る
が
、

天
平

一
二
年
の
越
前
国
江
沼
郡
山
背
郷
計
帳

（『
大
日
本
古
文
書
』
二
）

で
は
中

男
は
見
輸

（半
輸

・
全
輸
）
と
は
区
別
さ
れ
て
そ
の
前
に
挙
げ
ら
れ
て
お
り

（神

亀
？
天
平
の
京
畿
計
帳
で
は
見
不
輸
で
あ
る
）、
な
お
若
子
の
疑
間
は
残
る
。

二
三
七
号

。
二
二
九
号
両
文
書
の
文
字
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
は
、　
一
部
の
文
字

に
重
な
り
が
み
ら
れ
、
適
確
に
図
示
し
難
い
の
で
、
先
掲

（註
⑪
）
報
告
書
図
版

編
収
録
の
写
真
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
報
告
書
の
本
文
編
で
は
二
三
九
号
文
書

げ
片
の
釈
文
を
国
拾

□
刀
自
賣
年
同

国
年
陸
拾
日

と
し
た
が
写
真
に
よ
っ
て
さ
ら
に
検
討
し
た
結
果
、
第
二
行
日

「年
」
字
の
下
に

は

「
ス
」

一
字
が
認
め
ら
れ
、
第

一
行
の

「
拾
」
字
は
そ
の

「
玖
」
字
と
は
ぼ
同

じ
高
さ
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
の
で
、
本
文
に
示
し
た
ご
と
く
訂
正

す
る
。
ま
た
二
三
九
号
文
書

ｃ
片
を
〆
片
よ
り
前
に
位
置
す
る
と
し
た
の
は
単
純

な
勘
違
い
に
よ
る
誤
り
で
、
〆
片
よ
り
後
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
二
三

七
号
文
書
ａ
・
ｂ
両
片
の
位
置
関
係
が
本
文
に
示
し
た
ご
と
く
復
元
さ
れ
る
こ
と

に
つ
い
て
は
報
告
書
に
も
述
べ
た
が
、
そ
こ
で
は
慎
重
を
期
し
て
、
裏
文
書

（
二

三
八
号
文
書
）
と
の
関
係
上
そ
れ
が
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
は
に
わ
か
に
判
断
し

難
い
と
し
た
。
二
三
八
号
文
書
の
内
容
　
性
格
に
つ
い
て
は
そ
の
後
も
な
お
適
確

に
把
握
で
き
な
い
ま
ま
で
あ
る
が
、
特
に
こ
の
復
原
案
に
抵
触
す
る
事
実
も
見
出

さ
れ
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
改
め
て
こ
れ
を
採
用
す
る
も
の
で
あ
る
。

課
回
数
を
五
万
余
と
み
た
場
合
、
現
存
籍
帳
に
お
け
る
比
率

（本
文
後
述
）
か
ら

し
て
中
男
数
が
六
百
余
で
は
少
な
す
ぎ
る
の
で
、
両
者
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
は

こ
の
二
通
り
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

あ
筆⑭
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大
嶋
郷
は
末
尾
集
計
部
の
記
載

（
五
〇
戸
分
）
に
よ
り
、
総
日
数
は
一
一
九

一
、

課
口
数
は
三
二
四
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る

（仲
村
里
の
総
口
数
は
三
六
七
で
あ

る
。
―
―
表
３
註
⑪
参
照
）。
意
布
郷
ほ
完
全
房
戸
七
戸
分
の
総
口
数
が
六
六
、

課
口
数
は
二
一
、
少
幡
郷
は
同
じ
く

一
戸
分
の
総
口
数
が
二
九
、
課
口
数
は
四
で

あ
る
。
こ
れ
を
合
計
す
れ
ば
総
口
教

一
二
八
六
、
そ
の
中
の
課
日
荻
が
三
四
九
と

な
る
。

（枷
自
］
伽イ
伽ｏ
Φ
［
∪
×
雷
∞
ω
・１・
∞ヽ
Φ
＝
μ∞卜
『
Ξ
ど
μ∞
『
Φ卜
Φ

μＯ
φ頓∞
］
・‐・Ｔ
∞
∞
μ⇔∞
×
μＯ
Ｏ
Ｉ‐．引
μ中∞
・的

μΦ
ＰＯ
■Ｔ
Ｆ∞
Φ
『
⑪Ｏ
×
ド〇
〇
‐‐ＩＩ
〕
・〇

先
に
一
九
四
号
文
書
四
行
日
の
見
定
官
戸
口
数
を
復
元
す
る
際
、
こ
れ
ら
八
世
紀

前
半
の
籍
帳
に
お
け
る
良
賤
比
率
を
参
考
と
し
、
下
総
に
隣
接
す
る
常
陸
で
は
駿

の
比
率
を
で
き
る
だ
け
少
な
め
に
見
積
も
る
べ
き
だ
と
し
て
、
そ
の
総
回
数

″
万

一
六
六
〇
の
″
を

一
九
と
復
元
し
た
。
従

っ
て
そ
の
良
賤
比
率
が
下
総
国
戸
籍
と

極
め
て
近
似
す
る
の
は
当
然
だ
と
い
う
批
判
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
右
の
″
は

一
九
を
最
小
と
す
る
整
数
で
あ

っ
て
、
も
し
こ
れ
を
二
〇
と
す
れ
ば
奴
婢
口
数
は

一
万
人
増
加
し
、
良
賤
比
率
が

一
挙
に
一
・
〇
％
か
ら
六

・
三
％
に
跳
上
が
る
こ

と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
西
海
道
戸
籍
の
良
賤
比
七

・
〇
％
は
、
残
存
す
る

少
数
戸
の
中
に
た
ま
た
ま
奴
婢
を
多
く
所
有
す
る
戸
が
含
ま
れ
て
い
る
豊
前
国
加

自
久
也
里

（
三
戸
）
と
同
某
里

（
一
戸
）
を
加
え
て
計
算
し
た
荻
値
で
あ
り
、
こ

れ
ら
を
除
け
ば
五

・
三
％
と
な
る
点
よ
り
し
て
も

（表
２
参
照
）、　
こ
の
六

・
三

％
と
い
う
数
値
が
あ
ま
り
に
も
過
大
で
あ
る
こ
と
は
切
ら
か
で
あ
ろ
う
。
従

っ
て

右
の
″
は

一
九
と
復
原
す
る
し
か
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
算
出
さ
れ
る
良
賤
比

一

・
〇
％
と
い
う
数
値
は
、
下
総
国
戸
籍
か
ら
は
独
立
し
た
史
料
価
値
を
持
つ
も
の

で
あ
る
。

こ
の
課
口
に
対
す
る
中
男
の
比
率
は
、
便
宜
上
、
澤
田
前
掲
書

（註
⑭
）
六
五
？

六
七
頁
の
集
計
表
に
よ
っ
て
算
出
し
た
「

ω
μ
り
‐十
枷
〇
］
枷
×
μ
Ｏ
Ｏ
＝＝
μ
Ｏ
・ト

Φ
Φ
り
。―・　
枷
ド
嗚
枷
×
μ
Ｏ
Ｏ
＝――
ド
∞
・ω

先
述
の
よ
う
に
、
養
老
五
年
下
総
国
戸
籍
に
お
け
る
総
口
荻

一
二
八
六
人
の
う
ち

課
口
数
は
三
四
九
人
で
あ
る
。
こ
の
比
率
を
適
用
す
る
時
、
本
文
書
に
み
え
る

一

郡
課
口
数
五

一
二
五
ど
五
九
二
五
人
に
対
す
る
総
口
数
は
次
の
よ
う
に
計
算
さ
れ

∠つ
。今

篤

ｍ
ｔ

枷
Φ
］
９

×

篤

∞
ω
十

∞
卜
Φ
ＩＩ

“

∞
∞
枷
！

遭

∞
∞
∞

（
岳
器
い
を
選
∞
協
）
・―・
Ｇ
ｏ
×
８
）
＝
蔦
ふ
を
言
ふ

こ
の
間
に
該
当
す
る
郷
数
は

一
三
、
も
し
く
は
一
四
で
あ
る
。

含
∞
∞
∞
ф
？
】
∞
∞
じ

・―．
μ卜
＝
μ∞ふ
Φ
を
μ駅
ｏ

（
Ｓ
ヽ
Φ
Ｉ
～
⇔
ｅ
×
～
∞
Ｈ
］
ｏ
８
Φ
Ｎｌ
鴻
∞
ｏ∞
ｏ

『続
日
本
紀
』
天
平

一
一
年
五
月
幸
酉
条

鬼
頭
清
粥

「
位
禄
の
支
給
額
に
つ
い
て
の
覚
書
」
Ｇ
続
日
本
紀
研
究
』

一
二
六

一
九
六
四
年
）

『
令
集
解
』
禄
令
食
封
条
所
引
。
同
官
奏
は

『
類
乗
三
代
格
』
『
政
事
要
略
』
に
も

収
録
さ
れ
て
い
る
。

正
丁
と
次
丁
の
比
率
に
つ
い
て
は
便
宣
上
澤
田
前
掲
書

（註
①
）
七
四
頁
の
比
例

表
に
よ
っ
た
。
以
下
の
課
丁
と
中
男
の
比
率
、
課
口
と
男
女
総
口
数
の
比
率
に
つ

い
て
も
同
様
で
あ
る
。

μ
当
じ
出
■
洋
＝
ヽ
　
い
当
じ
斉
↓
洋
＝
＜

｛　
拳
一」
』
「
『
陣
中呼一
ｏ．．
∞
・『
‐‐‐
ヤ
｛　
拳
山
‐‐ ‐‐一中
μ
　
　
ゝ
上十壁
ＩＩ
中］
ＯΦ

い
当
⑮
番
削
洋
＝
【

］
Ｏ
Φ
一一
ｋ
＝Ｗ
卜
∞
・ω
一̈
∞
・］
　
ミ
‐‐＝
∞
Φ

い
当
じ
�
畑
誘
コ
灘
＝
Ｈ

嗚卜
∞
一一
ｋ
＝‐‐
の
μ
。∞
“一
嗚
ＰＯ
。Ｎ
　
　
ヽ
Ｌ＝
μＯ
枷
嗚

1401⑫
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日本古代の人口について

∞  ① ⑫
卜〇
り
］
×
卜
〇ヽ
μ
”＝
卜
時
頓
μ
μω
］

岸
俊
男

「
人
口
の
試
算
」
３
古
代
宮
都
の
探
究
』
塙
書
房

　
一
九
八
四
年
）

醇
回
誘
醇
口
薄
＝
ヽ

卜
や
卸
中
Ｐω
］
中　
Ｈ
＝Ｗ
い〇
〇
一一
卜
・卜
　
　
ヽ
中刊
ド∞
Ｎ
Ｏ
枷
〇

ドＯ
Φ
∞
〉〈
卜
〇
ヽ
騨
Ｈｌｌ
ヽ
ω
μ枷
『
∞
∞

『
大
日
本
古
文
書
』

一

伽
〇
〇
∞
〉^
Φ
・ω
‐‐＝
卜
Ｎ
い
∞
］

ヽ
ミ
ドω
］
ｉ■
卜
ω
Ｌ引
μＯ
［
ω

詳
細
は
省
く
が
、
天
平

一
二
年
遠
江
国
浜
名
郡
輸
租
帳

（『
大
日
本
古
文
書
』
二
）

に
み
え
る
口
数
五
三
七

一
（
男
二
三
八
五
、
女
二
九
四
五
、
奴

一
七
、
婢
二
四
）

を
受
田
日
数
と
し
た
場
合
、
同
郡
の

一
房
戸
平
均
日
数
は
約

一
〇
人
と
計
算
さ
れ

る
。
こ
れ
を
適
用
す
れ
ば
阿
波
国
の
総
口
狡
は
五
万
六
八
〇
人
と
な
り
、　
一
郷
平

均
口
数
は

一
一
〇
二
人
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
逆
に
表
５
の

一
郷
平
均
口
数

一
〇

六
八
よ
り
多
く
な
る
が
、
そ
れ
に
極
め
て
近
い
こ
と
は
下
総
国
戸
籍
に
よ
る

一
一房

戸
平
均
日
数
を
適
用
し
た
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

卜
∞
×
卜
〇
ヽ
ド
＝＝
ＰＮ
∞
Ｎφ
∞

社
会
工
学
研
究
所
に
よ
る
奈
良
時
代
人
口
の
計
算
で
は
、
註
⑥
に
記
し
た
よ
う
に
、

一
郷
の
良
民
総
口
数
を

一
二
五
〇
と
し
、
こ
れ
を
基
礎
に
全
国
総
人
口
を
五
五
〇

―
五
八
〇
万
人
と
算
出
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
根
拠
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
筆

者
の
集
計
で
は
八
世
紀
前
半
の

一
郷
平
均
口
数
は
奴
婢
を
含
め
て
も

一
〇
六
八
人

に
し
か
な
ら
な
い
の
で
、
こ
れ
に
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

�
μω
Φ
Ｏ
Ｏ
Ｘ
（
Ｐ
＋
ｏ
・ｏ
ド）
＝
囀
ドΦ
Ｏ
⇔
Φ

Ｃ
遭
ｏ
ｏ
ｏ
ｌ
や
ヽ
卜
一
ｏ
ｅ

・―・
～
ω
ｌｌ
度
ω
卜
を
５
Φ
頓

含
卜
Φ
ト
ー
８
Φ
∪

ｘ
卜
ｏ
色
＝
枷Φ
ふ
ｏ
中
ヽ
１
⇔
卜
ふ
頓
毬
∞

新
訂
増
補
国
史
大
系
本
に
よ
る
。
摂
津
国
に
つ
い
て
は
頭
注
に
よ
り
文
殊
会
料
二

〇
〇
〇
束
を
補
い
、
志
摩
国
に
つ
い
て
は
穀

一
七
〇
〇
斜
を
穎
稲

一
万
七
〇
〇
〇

束
に
換
算
し
た
。
ま
た
山
城
国
の
端
数
四
把
三
分
は
切
り
捨
て
た
。

勝
回
誘
コ
洋
＝
】

（
嗚
や
卜
〇
〇
〇
，
ｔ
］
ト
ト
〇
〇
〇
）

　̈
〕
∞
卜
ω
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｗ
ｗ
ｋ
¨
卜
ω
∞
枷
ω
Φ
∞
〇

ヽ
――
枷
∞
中
μ
Ｎ
や
μ
，
ぐ
枷
Ｎ
Φ
⇔
∞
『
ヽ

澤
田
の
推
計
、
約
五
六
〇
万
人
と
い
う
数
値
は
良
民
人
日
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
に

全
国
平
均
四

・
四
％
の
奴
婢
口
数
を
加
え
れ
ば
、
良
賤
総
口
数
は
約
五
八
五
万
人

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

い
０
０
０
０
０
０
×
ド
・〇
ヽ
卜
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釦
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表 1 大宝 2年御野国戸籍人口表

建)塩
辞赫動察Υ群ち,『臨 考評2〒蹴拿望誘籟層ξ,祭ιえ「'旺
2. 戸数欄の数字は,現存戸籍中1戸の総口数およびその男女奴嬢万U内訳が完全に知られるもの
のみの戸数である (表 2以下もみな同じ)。 但し,三井田里のみは1里の集計部が完存してい
るので,それによって記した。
3. 1里当日数は, ユ里 (郷)を令規定どおりの50戸として算出した (表 2以下もみな同じ)。
但し,半布里のみは1里が58戸よりなることが知られるので,58戸当りの日数を記し,併せて
50戸当日数も ( )に入れて示した。
4.肩 里々・某里については,残存戸数が僅少なので,男女比以下の数値は特に示さなかった。
5。 合計欄の男女比以下の数値は,肩 里々・某里をも含んで算出したが,併せてそれらを除外し
た場合の数値も ( )に入れて示した。

表 2 大宝 2年西海道戸籍人口表

(註)1. 豊前国各戸籍断簡の接続および所属里については,「正倉院戸籍調査概報J(『史学雑誌』68
-3)における平野邦雄氏の報告によって『大日本古文書』を訂正した。上表の数値はその結
果に基づくものである。なお某里とした断簡は同氏によって加自久也里所属の可能性も示され
ているが (「正倉院戸籍調査概報」〔統一〕〔『史学雑誌』69-2〕 ), なお確実ではないので, こ
こでは某郡某里として取り扱う。
2. 塔里戸籍には,完全戸5戸の他になお1戸,男女別内訳は不切ながら総日数25,奴癖回数 0
の戸が存在する。男女比以外の計算には有効なので,これを含めた数値を ( )に入れて示した。
3. 豊前国塔里・加自久也里・某里,豊後国某里については,残存戸数が僅少なので,男女比以
下の数値は特に示さなかった。
4. 合計欄の男女比以下の数値は,豊前国塔里以下をも含んで算出したが (但し,男女比は塔里
を5戸とした数値, 良賤比以下は塔里を6戸とした数値),併せてそれらを除外した場合の数
値も ( )に入れて示したc戸数から婢口数までの欄に ( )に入れて示した数値は塔里を6
戸とした場合の数値である。

戸 数 総口数 男 女 奴 婢
男女比

`ワ

イⅢ
良賤比
(%)

ユ
ロ
均
教
半戸ユ

ロ

三 井 田 里 7 7 109.7 18.0 899

半 布 里 1119 551 101.8 20.7 (1030
1202

春 部 里 9 113.6 22.5 1127

栗植 田 里 164 2 1   5 126.2 18,0

肩 々 里 3
|

某 里 1 9 11 0 0

某 里 17 0 1    0

計 3219 1478 1611 (109.4
109.0

(2.霊
4.2
(19.8,
20.1

(989〕

1006

戸数 鯰口扱 男 女 奴 婢
比
う
女
％
男
て
良賤比
(%)

髪
豹
平一戸１

回
ユ里当
日  教

筑前国・川辺里 497 24 113.6 23.7 1183

豊前国・丁 里 204 220 3 107.8 20.4 1021

″ ・塔 里
？

６４

？

．
６４

″ '加自久也里 3
|

″ ・某 里 1 6 1    4

豊後国・某 里 ユ 0 1    0

計
1287
1262

？

．
５７

？

．
２‐

４

４
(43
43
(110,8
111.5

(22.0
24.3
(1102
1214



日本古代の人口について

表 3 養老 5年下総国戸籍人口表

(註)1. 大嶋郷の数値は末尾集計部による。『大日本古文書』―では空白となっている仲村里の総日
数は「正倉院戸籍調査慨報」 (『史学薙誌』68-3)の上四直鎮・青木和夫両氏の報告により,
「合口参栢陸拾柴」を補って計算。
2. 意布郷・少幡郷については,全戸の内容が判明するものは少ないので,完全房戸のみを取り
出し集計した。
3. 意布郷・少幡郷については,残存戸数が僅少なので,男女比以下の数値は特に示さなかった。

4. 合計欄の男女比以下の数値は,意布郷・少幡郷も含んで算出したものである。

(註)1. 京畿計帳では,多 くの逃亡が除帳されずに附載され続けているが,本表ではそれらもすべて
加えたままで集計した。
2. 山背国愛宕郡菜郷計帳については,天平 4年帳後の追記はすべて除外し,天平4年 6月現在
で集計した。
3. 山背国大隅郷 (隼人計帳)。 右京 ,越前国山背郷については, 残存戸数が僅少なので, 男女
比以下の数値は特に示さなかった。
4. 合計欄の男女比以下の数値は,大隅郷以下をも含んで算出したものである (京戸は除くのが
適切かも知れぬが,い まはそれも加えた)。 また合計欄に ( )に入れて示したのは,越前国
山背郷を除いた京畿計帳のみの数値である。
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表4 神亀～天平年間計帳人口表
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表 5 8世紀前半現存籍帳合計人口表

戸叛 徐口蓼 男 女 奴 婢
男女比
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″ ・某  里 ユ 6
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″ ・某  郷 4 6 ユ28.7 17.2 860

″・大隅郷(?) 0 1
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(註)1. 本表は,表 1～表4の うち房戸単位の集計しかしていない下総国意布郷・少幡郷を除き,他
をすべて集計したものである。
2.合計欄の戸数から輝口数まで,( )に入れて示したのは塔里を6戸とした場合の数値であ
る。
3.合計欄の男女比は塔里を5戸として算出した数値,良賤比以下は塔里を6戸として算出した
数値である。


